
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  森 誠一    

 

１ 日 時 

   令和７年１０月３日（金）  午前１０時００分から 

                 午後 ３時１８分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、志村学、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 
木付親次、三浦正臣、麻生栄作、阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、 
若山雅敏、木田昇、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   中野哲朗、宮成公一郎、小川克己、高橋肇、守永信幸、玉田輝義、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育長 山田雅文、土木建築部長 小野克也、警察本部長 幡野徹 

 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第１０１号議

案令和６年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び第

１０２号議案令和６年度大分県港湾施設整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

議事課委員会班  主査     坂口泰弘 

   議事課委員会班  主幹（総括） 姫野剛 

   議事課議事調整班 主査     仙川正朋 

議事課議事調整班 主査     利根妙子  



決算特別委員会次第  

 
日時：令和７年１０月３日（金）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）教育委員会 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）土木建築部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

（３）警察本部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部（長）副委員長 ただいまから、本日の委

員会を開きます。 

 まず、審査に入るに先立ち、２日午前の生活

環境部での審査において、麻生委員から要求さ

れた資料について、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイ

ドブックス）に格納しましたので、御報告しま

す。 

 この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。 

 本日は教育委員会、土木建築部及び警察本部

の部局別審査を行います。 

 これより、教育委員会の審査に入ります。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう、要点を簡潔・明瞭にお願いします。 

 それでは、教育長及び関係課長の説明を求め

ます。 

山田教育長 それでは、教育委員会所管に係る

令和６年度決算について、説明します。 

 タブレット画面の右下に青い通知が出てタッ

チすると、御覧いただく資料のページが表示さ

れます。 

 初めに、令和６年度決算特別委員会審査報告

書に対する措置状況について、御報告します。

指摘事項は２点です。 

 タブレットの資料番号１３、令和６年度決算

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書

の１２ページを御覧ください。 

 （２）収入未済額の縮減等についての地域改

善対策奨学金貸付金です。地域改善対策奨学金

は平成１６年度で貸与を終了し、現在は返還事

務のみを行っています。 

 措置結果の中ほどにあるように、収入未済の

解決策として、納入期限翌月の督促状の送付や

徴収強化月間である６月と１２月に現年度及び

過年度分の催告を行うとともに、実態に応じた

きめ細かな納付指導を行っています。 

 また、滞納の未然防止に向け、リーフレット

の送付などによる免除・猶予制度の周知を図っ

ています。 

 今後とも、返還者やその関係者の人権に最大

限に配慮しながら、慎重かつ積極的に債権管理

を行っていきます。 

 次に、２３ページをお開きください。 

 ⑪教員の人員・人材確保についてです。左の

指摘事項の欄にあるように、学校現場では深刻

な教員不足が続き、令和６年度は教員採用選考

試験の実質倍率も平成以降で過去最低の２．６

倍となる中、受験者増につながる試験方法の見

直しや臨時講師等の確保、さらには教員の働く

環境の改善が求められています。 

 右の措置結果にあるように、採用試験につい

ては、今年度から県外会場の増設や大学３年生

への受験資格の拡大など大幅な見直しを行った

結果、本県の延べ出願者数は九州で最も多い１

７５人の増、実質倍率は昨年度から０．１ポイ

ント改善し２．７倍となるなど、一定の成果を

得ることができました。 

 臨時講師の確保については、ペーパーティー

チャーに対する説明会を継続開催し、令和７年

度は６９名を任用しました。今年度からは教員

免許を持たない方も対象に加え、おおいた教職

フェアと銘打って今週末に開催することとして

おり、新たに学校見学会や授業づくり講座も後

日実施を予定しています。 

 教員の働く環境の改善については、これまで

の様々な取組により、時間外在校等時間は減少

傾向にあります。一方で、依然として長時間勤

務を行っている教員が存在することから、時間

外在校等時間の縮減を新たな長期計画の目標指

標に設定し、今年度は不登校対策を担う登校支

援員の小学校への配置や保護者対応等に係る学

校問題相談窓口の設置など、取組を強化してい

ます。 

 働き方改革については、今年６月に成立した

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に

関する特別措置法等の改正法により、教員の業

務量の適切な管理と健康確保のための計画策定

が各教育委員会に義務付けられました。 
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 今後は、市町村教育委員会とも情報共有を図

りながら、真に実効性のある計画を策定し、取

組を加速させていきます。 

 続いて、大分県長期総合計画の実施状況につ

いて、主要な施策の成果により、主な事業の執

行状況等を説明します。 

 タブレットの資料番号１１－２、大分県長期

総合計画の実施状況についての２４６ページを

お開きください。 

 宇佐・国東歴史文化魅力発信事業です。左の

事業概要の欄にあるように、文化財の保存・活

用を推進し、訪日外国人の誘客を図るため、県

立歴史博物館において、宇佐神宮御鎮座１３０

０年にちなんだ企画展を開催するとともに、多

言語に対応した情報シアターの整備を行ったも

のです。 

 右側中ほどの成果指標の展示観覧者数は、目

標値２千人に対し、実績値３，４１３人となり、

達成率は１７０．７％、評価はＡとしています。 

 その下の事業の成果について、企画展におい

て、宇佐神宮ゆかりの国宝孔雀文磬（くじゃく

もんけい）や重要文化財等を展示した結果、目

標を上回る来館者数を数え、宇佐神宮や八幡信

仰への関心の高さがうかがえました。 

 今年度も、県立歴史博物館では、我が国を代

表する豊後国行平（ゆきひら）を紹介する特別

展を現在開催中ですが、今後も引き続き、地域

の文化財に根差した企画展示を実施するととも

に、コンテンツの多言語化も進め、文化財の保

存・活用の推進とインバウンドの誘客に取り組

んでいきます。 

 ３２０ページをお開きください。 

 下段のおおいたスクールヘルスケア事業です。

児童生徒の肥満の改善・予防を図るため、学校

と家庭、地域の医師会等の関係機関が連携して、

食習慣・生活習慣の改善に取り組んだものです。 

 成果指標の推進地域は豊後高田市ですが、こ

の推進地域における中等度・高度肥満傾向児の

出現率は、目標値７．８％に対し、実績値１１．

９％となり、達成率は４７．４％、評価はＤと

なっています。 

 家庭や学校が連携しながら、推進地域の事業

利用者に対して、こどもの食習慣・生活習慣・

運動習慣の改善指導を行い、一定の成果が得ら

れたものの、特定の小中学校をモデル校とした

ため、その他の学校に十分拡大できず、目標値

を下回る結果となってしまいました。 

 今年度は推進地域内の全ての小中学校で事業

を実施するなど、事業利用者の拡大を図ってい

ます。 

 ３２２ページをお開きください。 

 中段の県立高校未来創生事業です。今後の社

会に求められる人材を育成するため、県立高校

の学科再編等に対応した新たな授業の展開に取

り組むとともに、全国募集やコミュニティ・ス

クールの取組を推進したものです。 

 成果指標の新時代のニーズに沿った人材育成

ができた割合は、目標値７０．０％に対し、実

績値９５．９％となり、達成率は１３７．０％、

評価はＡとしています。 

 事業の成果は、学校運営協議会を通して、委

員の意見を聞く機会ができ、地域と学校が連携

した生徒育成につなげることができました。 

 また、全国募集においては県内外で説明会を

実施し、地域と連携して、各学校の特徴や魅力

を広くＰＲしました。 

 今後は、学校運営協議会を全ての県立学校に

設置することを目指すとともに、学科改編や教

育環境の充実、全国募集による多様な価値観の

共有など、より良い学習環境の構築に計画的に

取り組んでいきます。 

 ３２８ページをお開きください。 

 中段の子ども科学体験推進事業です。小中学

生の科学に関する好奇心や探究心を育むため、

体験型子ども科学館Ｏ－Ｌａｂｏ（オーラボ）

を運営し、企業・大学・高校とも連携した科学

体験講座を実施したものです。 

 成果指標のＯ－Ｌａｂｏを利用した児童・生

徒数は、目標値６，１００人に対し、実績値６，

２３５人となり、達成率は１０２．２％、評価

はＡとしています。 

 令和６年度は、先端技術に触れながら、社会

課題の解決や持続可能性に関する考え方を系統

的に学ぶＥＳＤサイエンスラボを新たに実施し
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ました。 

 また、大分市や別府市以外の地域拠点で実施

するサテライトラボについて、地域の企業や高

校等と連携するなど、県内全域の児童生徒への

科学体験活動の機会を提供しました。 

 今後も、小学校低学年から気軽に参加できる

講座や中学生対象の探究型ハイレベル講座など、

より多くのこどもが参加できるよう講座の充実

を図っていきます。 

 ３３４ページをお開きください。 

 上段のいじめ・不登校等対策事業です。いじ

めや不登校等を未然に防止するとともに、早期

解決や長期的支援を行うため、教育相談体制の

強化やＩＣＴ等を活用した取組を実施したもの

です。 

 成果指標の小学校新規不登校出現率の全国比

は、目標値１００％に対し、実績値８７．９％

となり、達成率は１１２．１％、評価はＡとし

ています。 

 中学校に設置した校内教育支援ルームでの登

校支援員による学習支援等の結果、令和６年度

は１７５人が別室登校から教室に復帰できまし

た。 

 昨年度の総合教育会議において、不登校児童

生徒の早期支援が必要との意見があったことも

踏まえ、今年度からは校内教育支援ルームを小

学校にも拡大するなど拡充を図るとともに、引

き続き、組織的対応の徹底と関係機関との連携

強化に努めていきます。 

 ３３６ページをお開きください。 

 下段の新時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進

事業です。ＩＣＴを効果的に活用した授業改善

を図るため、電子黒板等のＩＣＴ機器の管理や

ＩＣＴ教育サポーターを育成・派遣するプラッ

トフォームの運営等に要した経費です。 

 成果指標の授業にＩＣＴを活用して指導でき

る教員の割合は、目標値１００％に対し、実績

値８５．９％となり、達成率８５.９％、評価

はＣとなっています。 

 ＩＣＴ活用に不安のある教員の支援として、

ＩＴ技術者や教員志望の学生など４１名をＩＣ

Ｔ教育サポーターとして育成し、令和６年度も

引き続き、全ての県立学校に週１回以上の派遣

を行ったものの、全ての教員の不安感を解消す

るまでには至りませんでした。 

 今後は、ＩＣＴをより日常的に活用できる環

境を整えていくため、先端技術を取り入れた授

業の充実や校務の効率化を目的とした支援員を

学校へ派遣するプラットフォームを効果的に運

営していきます。 

 ３４２ページをお開きください。 

 上段の教員業務サポートスタッフ等派遣事業

です。学校教育活動の充実と教員の働き方改革

を進めるため、事務作業を支援するスクールサ

ポートスタッフ２６８名やきめ細かな指導を行

う学習指導員９６名の配置に要した経費です。 

 成果指標のサポートスタッフ配置により削減

された教員１人当たりの勤務時間は、目標値１

日当たり１４分に対し、実績値は１日当たり２

３分となり、達成率は１６４．３％、評価はＡ

としています。 

 スクールサポートスタッフが学校教材の印刷

や採点業務等の事務を支援することで、教員の

勤務時間を縮減し、負担軽減を図ることができ

ました。 

 引き続き、スクールサポートスタッフ等の配

置を通じて、教員の働き方改革と児童生徒への

きめ細かな指導に取り組むとともに、市町村教

育委員会等に対して配置効果の周知を図り、さ

らなる活用を促していきます。 

 ３５４ページをお開きください。 

 中段の学校部活動改革サポート事業です。こ

どもたちのスポーツ環境の構築と教員の部活動

指導に係る負担軽減を図るため、部活動指導員

を配置するとともに、総合型地域スポーツクラ

ブと連携した部活動の地域移行に取り組んだも

のです。 

 成果指標の部活動指導員配置による教員の部

活動指導時間の削減は、目標値１週間当たり２

時間の削減に対し、実績値１週間当たり３．９

時間の削減となり、達成率１９５.０％、評価

はＡとしています。 

 部活動指導員を配置することで、教員が部活

動指導にかけていた時間を授業準備や教材研究
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に充てることができ、負担軽減を図られるとと

もに、より専門性の高い指導者による指導が受

けられ、部活動の充実が図られたケースもあり

ます。 

 今後も、部活動の地域展開の着実な実施に向

け、地域の実情に応じた取組の支援を継続して

いきます。 

 続いて、令和６年度行政監査の結果について、

説明します。 

 タブレットの資料番号１６、令和６年度行政

監査・包括外部監査の結果の概要４ページをお

開きください。 

 令和６年度行政監査のテーマは人材育成につ

いてでしたが、教育庁は対象外となっており、

該当はありませんでした。 

 続いて、６ページをお開きください。 

 令和６年度包括外部監査は環境関連施策につ

いてがテーマで、教育庁関係では、文化財保存

事業費補助事業に関する勧奨事項３件の御指摘

をいただいています。 

 ３４ページをお開きください。 

 指摘の内容は、１２５番が補助事業完了時に

可能な限り現地確認を行うことが望ましいこと、

１２６番が随意契約による設計監理業務委託料

の金額の妥当性のチェック方法、１２７番が補

助金の減額確定手続の簡素化について、御指摘

をいただいたものです。 

 いただいた御指摘については、実際の事務処

理の状況を踏まえながら、必要な改善を図り、

適正な業務執行や事務負担の軽減に努めていき

ます。 

 以上で、私からの説明を終わります。なお、

各課の決算状況については、担当課長から説明

します。 

深藏教育財務課長 まず、教育委員会所管に係

る令和６年度歳入歳出決算の主な事項について、

御説明します。 

 資料番号９、令和６年度決算附属調書１６ペ

ージをお開きください。 

 １歳入決算額の予算に対する増減額です。教

育費国庫補助金が４億５，９５３万６，７９８

円の減額となっています。これは、減収となっ

たものの上から５番目、学校施設環境改善交付

金における支援学校施設整備事業費等の繰越明

許によるものです。 

 続いて、３４ページをお開きください。 

 ２不用額です。下から１０番目、学校建設費

が２億９，０９９万２，５２５円となっていま

す。これは、高等学校施設整備事業費の工事請

負費等が見込みを下回ったことによるものです。 

 次に、３９ページをお開きください。 

 ３収入未済額です。科目欄の下から２番目、

貸付金元利収入の人権教育・部落差別解消推進

課分が９，７４５万４，８９８円となっていま

す。これは、さきほど教育長からも説明した地

域改善対策奨学金貸付金について、返還義務者

の生活困窮等により、収入未済となったもので

す。 

 令和６年度決算附属調書の説明は以上です。 

 続いて、歳出決算の主な事項について、御説

明します。 

 資料番号１０、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書３１１ページをお開きく

ださい。 

 令和６年度歳出決算総括表（教育委員会）に

ついて、教育委員会に関係する予算の款・項は、

表の左にあるように、第３款福祉生活費第２項

児童福祉費と第１０款教育費第６項大学費を除

く第１項教育総務費から第８項保健体育費まで

の七つの項、さらに、第１１款災害復旧費第４

項県立学校施設災害復旧費です。 

 表の一番下の歳出合計で見ると、左から２列

目予算現額の欄にあるとおり、予算額１，１８

６億２，９０６万５，７６３円に対して、決算

額はその右側支出済額の欄のとおり１,１４０

億１，４５０万３，１５８円となっています。 

鈴木教育改革・企画課長 教育改革・企画課所

管分のうち、主なものを御説明します。 

 ３１３ページをお開きください。 

 下から３番目の左から二つ目、事業別決算額

の欄１，０３６万８，２８７円、広報活動費に

ついて、広く県民に対し教育行政施策や主要事

業への理解と協力を求めるとともに、本県教育

の一層の充実・振興を図るため、広報紙教育だ
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よりおおいたの発行、ＹｏｕＴｕｂｅ広報番組

の制作等に要した経費です。 

角渕教育ＤＸ推進課長 教育ＤＸ推進課所管分

のうち、主なものを説明します。 

 ３１４ページをお開きください。 

 下段の第４目教育振興費の上から２番目、事

業別決算額の欄４億８,４２０万９,５３３円、

県立学校ＩＣＴ教育基盤整備事業費は、教職員

用パソコン及び県立学校の教育用ＩＣＴ機器の

整備等に要した経費です。 

 続いて、３１５ページをお開きください。 

 事業別決算額の欄２８億６,２４７万７,５６

９円、大分県公立学校情報機器整備基金事業費

は、ＧＩＧＡスクール構想の推進に向け、公立

学校の児童・生徒が利用する１人１台端末を計

画的に更新するほか、翌年度以降の更新等に係

る基金造成に要した経費です。 

神屋教育人事課長 教育人事課所管分のうち、

主なものを説明します。 

 ３１７ページをお開きください。 

 上から４番目、２億１，３２１万８１８円、

教育庁ワークセンター設置運営事業費は、障が

い者雇用を促進するため、教育庁内にワークセ

ンターを設置するとともに、県立学校や県立図

書館などの教育機関において、事務補助などを

行う障がい者スタッフの雇用に要した経費です。 

 下から２番目、３６１万５，０８５円、教員

確保に向けた魅力発信事業費は、教員を確保す

るため、ＳＮＳ等を活用した教員の魅力を発信

する広報活動等を強化するために要した経費で

す。 

深藏教育財務課長 教育財務課所管分のうち、

主なものを御説明します。 

 ３２３ページをお開きください。 

 下段の２番目、事業別決算額の欄１８億９，

４２０万８，７２１円、就学支援事業費は、全

日制高等学校、本校３８校、分校１校の授業料

に充てる就学支援金の支給等に要した経費です。 

 次に、３２４ページをお開きください。 

 下段の事業別決算額の欄２６億８，８７３万

４，４７５円、高等学校施設整備事業費は、安

全・安心で快適な教育環境の確保を図るため、

高等学校の大規模改修工事等に要した経費です。 

佐藤福利課長 福利課所管分のうち、主なもの

を御説明します。 

 ３２７ページをお開きください。 

 一番上、５億１３０万５千円、児童手当費は、

児童を養育している教職員に対し支給した児童

手当です。 

 続いて、３２８ページをお開きください。 

 一番上、３，９０３万６，２１７円、教職員

健康診断費は、教職員の定期健康診断実施など

に要した経費です。 

松村学校安全・安心支援課長 学校安全・安心

支援課所管分のうち、主なものを説明します。 

 ３２９ページをお開きください。 

 一番上、８，２０４万８，１８３円、いじめ

・不登校等対策事業費は、いじめや不登校等を

未然に防止するとともに、早期解決や長期的支

援を行うため、教育相談体制を強化するほか、

ＩＣＴ等を活用した取組に要した経費です。 

 下から３番目、５４６万９，８００円、学校

防災教育推進事業費は、災害の脅威から身を守

り、地域で共に助け合うことができる人材を育

成するため、県内大学や専門機関と連携して校

種を超えた取組を実施し、地域に根ざした防災

教育に要した経費です。 

小野義務教育課長 義務教育課所管分のうち、

主なものを説明します。 

 ３３０ページをお開きください。 

 下段の第４目教育指導費の一番下、２７３万

４，９３０円、子どもの力と意欲を伸ばすキャ

リア教育推進事業費は、キャリア・ノートを全

ての小学校１年生に配布するとともに、中学校

における地域・社会や産業界と連携した探究的

な学習の実施及び実践交流会に要した経費です。 

 次に、３３１ページをお開きください。 

 下から２番目、１，９７５万７，８１７円、

幼児教育推進体制充実事業費は、幼児教育スー

パーバイザーによる幼児教育研修の支援や幼小

接続に関する研修等に要した経費です。 

坂本特別支援教育課長 特別支援教育課所管分

のうち、主なものを御説明します。 

 ３３２ページを御覧ください。 
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 下から３番目、２，０５４万４，５２５円、

特別支援学校就労達成促進事業費は、特別支援

学校高等部生徒の一般就労を促進するため、ジ

ョブ・コンダクターの配置や就職に向けた生徒

及び保護者の意識改革、企業からの評価向上に

つながる職業教育の実施に要した経費です。 

 一番下、１，６３８万４８６円、さくら咲く

特別支援学校就労促進事業費は、特別支援学校

生徒の一般就労を促進するため、さくらの杜高

等支援学校の授業内容を充実させ、県内の特別

支援学校に配信するとともに、教員向け研修の

実施に要した経費です。 

小野高校教育課長 高校教育課所管分のうち、

主なものを説明します。 

 ３３４ページをお開きください。 

 上から２番目、２，９６２万８，４４０円、

ＳＴＥＡＭ教育推進事業費は、探究的な学びの

質の向上を図り、先端科学技術分野で活躍でき

る人材育成のため、ＯＩＴＡ ＤＡＴＡ ＳＣ

ＩＥＮＣＥ ＥＸＰＯやＯＩＴＡ ＳＴＥＡＭ 

ＦＥＳＴＡ等の挑戦意欲の醸成につながる講座

等の実施に要した経費です。 

 上から５番目、３，１６８万７，７６７円、

地域とともに輝く高校魅力化事業費は、地域の

高校が中学生から選ばれ、地域に活力を生む学

校となるため、地域課題探究学習の実践等、地

域と連携した取組の強化や学校の魅力・特色の

情報発信等に要した経費です。 

矢野社会教育課長 社会教育課所管分のうち、

主なものを説明します。 

 ３３６ページを御覧ください。 

 下段の上から一番目、６，３８７万５８１円、

学校との連携・協働による地域協育力向上事業

費は、学校・家庭・地域が連携・協働して、こ

どもの学びと成長を地域全体で支える協育ネッ

トワークの充実に取り組む市町村を支援するこ

とに要した経費です。 

 続いて、３３８ページを御覧ください。 

 下段の一番下、５，７３６万８，４００円、

資料整備事業費は、県立図書館の図書購入等に

要した経費です。この事業で、令和６年度は新

たに１万２，２０５冊の図書を購入し、蔵書冊

数は１２５万７，９８７冊となっています。 

栗本人権教育・部落差別解消推進課長 人権教

育・部落差別解消推進課所管分のうち、主なも

のを説明します。 

 ３４０ページをお開きください。 

 一番上、１２９万円、人権の授業づくり推進

事業費は、小、中、高等学校における人権の主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づ

くりの推進に要した経費です。 

 その下、１，５３２万９，５９５円、日本語

指導ステップアップ事業費は、帰国・外国人児

童生徒等に対する日本語指導の充実を図るため、

日本語指導支援員を県立高校に派遣するととも

に、小・中学校に支援員の派遣を行う市町に対

して補助を行ったものです。 

手嶋文化課長 文化課所管分のうち、主なもの

を御説明します。 

 ３４２ページをお開きください。 

 上から３番目、５，６１４万９千円、文化財

保存活用補助事業費は、国及び県指定文化財の

保存修理事業に対して、補助を行ったものです。 

 その下、２，９６９万９，５２０円、デジタ

ルを活用した文化財保存活用推進事業費は、文

化財の保存・活用を推進するため、各文化財の

特徴をいかした文化財のデジタル化や埋蔵文化

財センター等における展示や体験機会の充実に

取り組んだものです。 

吉野体育保健課長 体育保健課所管分のうち、

主なものを御説明します。 

 ３４４ページを御覧ください 

 上から４番目、２，９９１万９，０８１円、

県立学校給食費無償化事業費は、県立学校に通

う児童・生徒の保護者の経済的負担軽減を図る

ため、学校給食費の無償化に要した経費です。 

 次に、３４５ページをお開きください。 

 一番下、１億６，１９５万７，７８３円、全

国高校総体開催事業費は、昨年度、本県で開催

された全国高等学校総合体育大会の運営に要し

た経費です。 

阿部（長）副委員長 以上で、説明は終わりま

した。 

 これより、質疑に入ります。 
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 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。 

 事前通告が１１名の委員から出されています。

時間も限られているので、円滑な進行に御協力

をお願いします。 

 それでは、順次、指名します。 

三浦委員 主要な施策の成果３４２ページ、教

員業務サポートスタッフ等派遣事業について。

山田教育長からも説明をいただきましたが、ス

クールサポートスタッフの決算額がかなり多額

となってきています。その効果はどうなってい

るのか。 

 また、人件費も上がっていく中、費用対効果

も考慮していかなければなりません。今後の見

通しについてもあわせてお聞かせください。 

神屋教育人事課長 教員業務サポートスタッフ

等派遣事業について、御質疑いただきました。 

 まず、効果について、令和６年度は県立学校

８０人、市町村立学校１８８人のスクールサポ

ートスタッフを配置しました。 

 県教育委員会としては、市町村教育委員会と

も連携しながら、教員の負担軽減や働き方改革

に向け、スクールサポートスタッフの配置を含

め、様々な取組を進めています。その結果、県

立学校では、令和６年度における１か月当たり

の平均時間外在校等時間は、事業導入前の令和

元年度と比べ約２２％、時間にして６時間２８

分減の２２時間５１分となっています。 

 また、市町村立学校については、服務を監督

する市町村教育委員会からの情報提供では、記

録が残る令和２年度と比べて約８％、時間にし

て２時間３２分減の２８時間１３分となってい

ます。新型コロナの流行により、学校行事等が

大幅に削減されていた令和２年度と比べても、

時間外在校等時間が減少しています。 

 また、現場の教員からは、こどもと向き合う

時間が増えた、業務の負担が軽減されたなど、

多くの声をいただいています。スクールサポー

トスタッフが、授業準備や採点業務の補助、プ

リント印刷配布など、教員が担っている業務を

支援することで、教員が教師本来の仕事、すな

わち、児童・生徒一人一人への指導や教材研究

に専念できる環境づくりにつながっていると考

えています。 

 続いて、今後の見通しについて、今年６月に

は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法等が改正され、その附則に

おいて、令和１１年度までに１か月の時間外在

校等時間を３０時間程度に削減するとの数値目

標が盛り込まれました。各教育委員会には、文

部科学大臣が定める指針に基づき、業務量管理、

健康確保措置実施計画の策定が義務付けられる

など、働き方改革の一層の推進が急務となって

います。この指針においても、教師の業務だが

負担軽減を促進する業務として、授業準備や学

習評価、成績処理などにおいて、スクールサポ

ートスタッフ等の支援スタッフの活用を図るこ

とが示されています。 

 これから、県及び市町村教育委員会において、

計画を策定し、実効性のある取組を進めていく

中で、引き続き、スクールサポートスタッフの

活用を図りつつ、その効果的な在り方を検討し

ていきたいと考えています。 

三浦委員 私も数年前に日出町ＰＴＡ連合会会

長等を務めていましたが、言うまでもなく、学

校現場の教員不足は非常に深刻な状況です。真

に実効性がある働き方改革を市町村教育委員会

と合わせて是非推進していただきたいので、よ

ろしくお願いします。 

猿渡委員 ４点質疑したいと思います。 

 まず、主要な政策の成果３４２ページ、教員

の産休・育休取得促進事業。学期当初から代替

教員を配置するという中身ですけれど、この事

業の成果について、具体的に説明いただきたい

と思います。早産や切迫早産などのリスク軽減

にもつながるのではないかと思いますが、その

点がもし分かれば。 

 ２点目に、主要な施策の成果３３６ページ、

学校防災教育推進事業について。児童・生徒の

主体的、体験的な学校防災教育ですけれど、地

域の防災力向上にとって有効だと思います。釜

石の奇跡が有名ですが、この事業の成果につい

て、具体的に説明いただきたいと思います。 
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 ３点目、主要な政策の成果３３４ページ、ス

クールソーシャルワーカー活用事業。スクール

ソーシャルワーカー対応件数の達成率は２９９．

９％、約３倍ですよね。また、支援により問題

（課題）が解決、または好転した割合の達成率

は、令和５年度で１５３．３％、令和６年度で

１８０％となっています。それだけ求められて

いる大事な事業かと思いますので、今後、さら

に充実すべきではないかと思います。 

 ４点目、決算事業別説明書３２４ページから

３２６ページに学校施設整備事業費があります。

温暖化が大変厳しく暑さが厳しくなる中で、エ

アコンの設置・整備は進んでいるけれど、加え

て、屋外活動の熱中症対策として、ミストシャ

ワーの整備や活用についても検討すべきではな

いかと思います。県内所管事務調査で大分県衛

生環境研究センターに行ったとき、スプレーで

水をかけて少し温度が下がるという実験を見せ

てもらったことがあります。検証結果の資料を

ちょっといただき、気温がミストでどのぐらい

下がるかというと、１．０から１．２度、暑さ

指数であるＷＢＧＴは０．６から０．９度、日

陰とミストを併用した場合では気温が２．８度、

ＷＢＧＴが２．３度低い状態にあったという検

証結果もあります。直接ミストシャワー、ミス

トファンで人の皮膚を濡らして実験した場合に、

平均皮膚温は平均的に２．３度、最大５度低下

したという検証結果の資料もいただいています。

今後、その点を研究・検討して、屋外のこども

たちの活動、あるいはスポーツなどの際に、温

暖化対策にミストシャワーをいかしてはどうか

と思うのですが、いかがでしょうか。 

神屋教育人事課長 教員の産休・育休取得促進

事業の成果について、御質疑がありました。 

 年度途中からの教員の確保が厳しいことや、

学期途中における担任交代等は、児童生徒に与

える影響が大きいことから、本事業により、令

和２年度から国に先行して、代替となる教員の

早期配置を行っています。令和６年度は１学期

中に産休に入る教諭・養護教諭５２人に対して

５０人、２学期中に産休に入る学級担任２５人

に対して１０人を早期配置しました。 

 学校現場からは、産休代替の早期配置をして

いただいたため、引継ぎがスムーズにでき、安

心して休みに入ることができた、産休に入る人

に加えて、臨時講師が４月当初から学級担任を

し、保護者やこどもも安心できる環境づくりが

できているなどの声をいただいています。また、

体調が悪いときに無理して出勤することが減っ

たなどの現場の声も聞かれており、母体保護に

つながるものと考えています。 

 近年、産休を取得する教員が増加しており、

その代替となる教員の確保が厳しくなってきて

いる状況ではありますが、引き続き、市町村教

育委員会とも連携しながら、必要な人材確保に

努め、教員が働きやすい職場環境づくりを推進

していきます。 

松村学校安全・安心支援課長 学校防災教育推

進事業の成果について、御説明します。本事業

は、平成２４年度から文部科学省委託事業とし

て、モデル校・モデル地域を指定し、これまで

５２の学校・１３市町において、地域と連携し

た取組を進めてきました。 

 その成果について、１点目は、地域の防災訓

練への児童生徒の参加など地域と連携した取組

の実施率が、令和４年は６６．１％でしたが、

令和６年は９０．５％に上昇するなど、着実に

成果が上がってきています。 

 次に、２点目です。モデル地域で学習した生

徒が卒業後、水害発生時に被災した母校の復旧

活動にボランティアとして多数駆けつけた事例

があります。このことは、学校教育を通じた地

域防災を担う人材の育成という視点からも成果

が上がっていると考えています。 

 ３点目は、県教育委員会が実施する教職員向

け防災士養成研修において、平成２７年の開始

以降、これまで４９２名の資格者を養成しまし

た。 

 今後も、地域に根ざした防災教育の一層の推

進に向けて、防災教育の中核を担う人材の育成

に引き続き取り組んでいきたいと考えています。 

 続いて、スクールソーシャルワーカー活用事

業について、御説明します。スクールソーシャ

ルワーカーについて、平成２２年度にモデル事
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業として、最初に２市に配置を行いました。そ

して、令和３年度に全公立学校をカバーする形

に整えました。現在、全県で９２名を配置して

おり、これまで各県の状況を見ながら、時代に

応じた処遇改善を行ってきました。 

 また、スキルアップ研修会等を通じた事例研

究やスーパーバイザーによる助言等を通して、

スクールソーシャルワーカーの資質向上にも取

り組んでいます。 

 今後も、国の動向などを注視しながら、教育

相談体制のさらなる充実を図っていくことを考

えています。 

阿部（長）副委員長 執行部にお願いします。

答弁は簡潔にお願いします。 

深藏教育財務課長 ４番目の学校施設整備事業

費について、お答えします。 

 県立学校の空調整備について、これまで全て

の普通教室と必要な特別教室への空調整備を完

了しており、加えて、昨年度から特別支援学校、

中学校及び避難所となる高校の第１体育館の計

４７校の空調整備を行っています。 

 屋外活動について、ＷＢＧＴ値が高い日中の

時間帯の活動を避けるよう要請しているほか、

その日の状況によっては屋外ではなく空調が効

いた屋内での活動に変更するなど、児童生徒等

の安全管理に努めています。 

 なお、他県では、小中学校等で屋外活動の熱

中症対策として、ミストシャワーを整備してい

る事例があることから、学校から要望があれば

必要性について協議するなど、今後とも効果的

な熱中症対策を進めていきたいと思います。 

猿渡委員 １点だけ再質疑させてください。 

 一つ目の産休・育休の配置について、３学期

も学期当初から配置できないかと思います。１

年間担任した教員が３学期の最後になって産休

に入る場合、１年間担任した教員から通知表を

もらえずに、替わったばかりの教員からもらう

ことになって、こどもたちがショックを受けた

という話を随分前に聞いたことがあるのですが、

そういうことはあり得ると思います。３学期に

ついても考えるべきだと思いますが、いかがで

すか。 

神屋教育人事課長 ３学期もというお話をいた

だきましたが、現状、早期配置は１学期教諭及

び養護教諭を対象としており、２学期は学級担

任のみを対象としています。２学期を担任のみ

としているのは、学期途中における担任変更等

により児童生徒へ与える影響が大きいことから、

優先的に早期配置を行っています。 

 現状、教員確保がなかなか厳しく、学級担任

の代替配置が十分にできていない状況があるの

で、３学期の拡大よりも、まずは児童生徒へ与

える影響が大きい２学期の配置、学級担任の代

替配置を優先して、市町村とも連携しながら、

必要な人材確保に努めていきたいと考えていま

す。 

御手洗委員 ２点あります。 

 １点目は、さきほど三浦委員も質疑した教員

業務サポートスタッフ等派遣事業です。主要な

施策の成果３４２ページを見ると、スクールサ

ポートスタッフの配置人数が目標値に達してい

ません。この理由をどう分析しているか、お答

えください。 

 もう１点は、特別支援教育支援員活用事業で

す。主要な施策の成果３２４ページには、１２

校各１名の配置となっています。これはどのよ

うに決めたのか、お示しいただきたいと思いま

す。 

 また、高校において、合理的配慮の申請数が

年々増加しているとあります。今後、本施策を

さらに拡充させていく必要があると思いますが、

見解はいかがでしょうか。 

神屋教育人事課長 スクールサポートスタッフ

の配置人数について、御質疑いただきました。 

 スクールサポートスタッフの活用は、学校現

場や教員の負担軽減に効果があるものと認識し

ています。このため、平成３０年度の３０人か

ら令和６年度は２６８人と大幅な増員を図って

きました。 

 目標値について、特別支援学校を含む県立学

校は８０人全校配置、市町村立学校は前年度の

予算要求時に要望があった２１８人を合わせた

２９８人を設定しています。県立学校は目標値

を達成しているものの、市町村立学校は財政状



- 10 - 

況を踏まえ、市町村負担が難しいなどの状況も

あり、実際の申請数が当初の要望数を下回った

ため、実績値１８８人、マイナス３０人の差が

生じたものです。 

 スクールサポートスタッフの配置は、教員の

負担軽減と学校現場の働き方改革の推進につな

がると考えているので、引き続き、国に対して

制度充実の要望を行うとともに、学校設置者で

ある市町村にも理解を求め、活用を図っていき

たいと考えています。 

小野高校教育課長 特別支援教育支援員活用事

業について、２点御質疑いただきました。 

 １点目の１２校各１名の配置の方法について

です。配置は希望する学校を募り、障がいの程

度や人数に応じて、特別支援教育支援員の配置

校を決定しています。 

 ２点目の合理的配慮申請数の増加に伴う今後

の見通しについてです。特別支援教育支援員の

配置は平成３０年度から６校各１名でスタート

し、学校のニーズに応じて、支援員の人数を増

やしています。近年の県立高校の合理的配慮を

要する生徒数は年々増加傾向にあり、特別支援

教育支援員のサポートの必要性についても認識

しています。支援員の配置人数の拡充は、ニー

ズを踏まえながら、今後、検討していきたいと

考えています。 

御手洗委員 まず、スクールサポートスタッフ

の件について、今あったように、市町村負担が

壁になっている認識があるということですが、

教育の機会均等から考えても、市町村の財政状

況によって、雇える、雇えないが出てくるのは、

非常に問題であると思っています。現実的に同

じ大分県内に住みながら、こちらの市町村の小

学校にはスクールサポートスタッフがあるが、

あちらの市町村にはないという状況。もちろん、

国の財政措置も必要ですけれど、最低賃金の上

昇等もあります。現実に大分市においても、昨

年度までは１日６時間の勤務時間であった人を

４時間にする措置も講じられています。 

 これとは直接関係ありませんが、不登校の支

援の担当も週４日勤務だったのが、週２日で兼

務する。そういった中で、配置校が増えている

話になるので、これが果たして本当にこどもた

ちのためになるのか、教員のためになるのかを

しっかりと検討していただきたいと思います。

もちろん、市町村によって、県が負担の割合を

変えることは現実的に難しいと思いますが、財

政的な部分をしっかりと検討していただきたい

と思います。 

 それから、特別支援の教育の件について、今、

県立高校は魅力ある高校づくりということで、

生徒の確保を一生懸命やっていると思います。 

 少し違いますけれど、今、大分県立爽風館高

校の通信制を希望する生徒が非常に多く、１，

２００人を超えており、実際に登校せずレポー

ト提出ですが、その中で、教員が一人一人の生

徒をしっかりと支えている。そういう信頼感が、

大分県立爽風館高校の通信制が選ばれている理

由ではないかと私は思っています。 

 そうであれば、魅力ある高校づくりは、最終

的に、こども・生徒をどれだけ大事にするかに

尽きるのではないか。そういう高校が選ばれて

いくのではないかという中で、不登校のこども

も大変多くなっていますけれど、特別支援学級

在籍のこどもが非常に多くなっています。県立

高校においても、特別支援学級的な考え方で教

員を配置していく。それぐらい思い切って変革

しないと。もちろん、合理的配慮が必要でサポ

ートする人がいることは非常に心強いと思いま

すが、数の問題、１２人という問題ではいかな

いのではないかと思っています。 

 今後のさらなる拡充と、特に県立高校におけ

る特別支援教育の在り方について、どうしてい

くかを再度質疑したいと思います。 

小野高校教育課長 現在、県立高校において、

合理的な配慮を要する生徒の数を調査し把握し

ています。その中でも特に支援を要する生徒も

調査をかけ、例えば、車椅子の使用等、常時介

助が必要な生徒を優先する。それから、通級に

よる指導を優先することを考えながら、今、配

置校を決めています。 

 さきほどの答弁で申し上げましたが、今後は

拡充も含めて、検討が必要と考えています。さ

きほど、御手洗委員から言われた在り方も、し
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っかりと検討していきたいと考えています。 

木田委員 決算事業別説明書３３８ページにあ

る読書だいすき大分っ子育成事業費についてで

す。主要な施策の成果で見ると３２０ページ、

子ども読書推進への意欲・関心の割合が目標値

に少々及ばず、評価はＢとなっています。 

 懸念されるのは、こどもの読書量の低下です。

小中学生の読書量について、月間・年間でもい

いですが、５年前・１０年前と比べて、現状ど

のようにこれまで変化しているのか教えていた

だきたいと思います。あわせて、その変化の要

因・分析・評価についてもお願いします。 

矢野社会教育課長 小中学生の読書量の５年前

・１０年前と現状の変化、またその要因・分析

・評価について、御質疑いただきました。 

 １か月に１冊も本を読まない割合、いわゆる

不読率について、小学生の不読率は、平成２７

年度９．１％、令和２年度６．６％、令和６年

度１６．８％となっています。中学生の不読率

は、平成２７年度１７．３％、令和２年度１８．

４％、令和６年度３０．４％であり、小中学生

ともに不読率が上昇しています。 

 不読率の上昇は本県だけではなく全国的な傾

向で、国及び県の調査では、スマートフォン等

の普及による読書機会の減少、保護者の関心の

低下、さらに読みたい本がない、楽しくないと

いう児童生徒の意識が要因として指摘されてい

ます。 

 小中学生の不読率は低年齢段階で形成された

読書が好きか・嫌いかという評価に影響されて

いることから、未就学段階から読書を好きにな

る取組が大切であると考えています。 

 このことから、小中学生の読書量を増やし不

読率を改善していくためには、就学前の家庭読

書の充実を図るほか、身近な学校図書館の機能

を強化することが必要と考えています。県とし

ては、引き続き、家庭でのこどもの読書活動の

促進や学校図書館の環境整備に向けた支援を進

めていきたいと考えています。 

木田委員 やはり、不読率が上昇している傾向

です。教育長、不読率がこれだけ年々増加して

います。これは、社会教育課だけでなかなか解

決できないところも非常に多くあります。これ

は、継続事業で４００万円ほどかけてずっとこ

の間やっています。今年度もこの事業は計上さ

れており、目標値は８０．０％になっています

が、片方では、不読率がどんどん上がっていく

ことがずっと続いているわけです。 

 決算として、本当にこの事業の成果を上げる

ために、社会全体で考える必要も、一方では、

教育委員会だけでなく、知事部局も含めて取り

組まなければこの事業の成果は上がらず低下を

続けていく。そのことが明らかだということが、

分かったと思っています。 

 さきほどあったスマートフォンの普及につい

て、今、小学生もスマートフォンを持っている

らしいですね。だんだんとそれが低年齢化して、

キッズ携帯でもいいのではないかと思いますが、

スマートフォンを持たせている家庭がかなり増

えているということで、さきほどの状況にある

のではないかと。それが小中学生、高校生はひ

ょっとしたらもっと読書率が低いかもしれませ

ん。 

 だから、この間、愛知県豊明市で条例を作り

ましたけれど、海外でもありますが、やはりこ

のままでいいのかは、日本はもちろん海外でも

そうですが、何かしら社会で考える必要がある

状況になっていると思います。こどもが家庭で

親が本を読んでいる姿を見ているのか、家の本

棚に本が並んでいるのかも心配されます。その

辺、社会全体を変えなければ、この事業は何年

繰り返しても成果が上がらないのではないかと

思いますが、教育長、いかがでしょうか。 

山田教育長 木田委員から御指摘があったよう

に、恐らくこどもだけじゃなくて、大人も含め

て読書離れが進んでいるのではないかと我が身

を振り返っても感じています。 

 スマートフォンの有用性と言うか、非常に弊

害もある反面、スマートフォンの利便性・有用

性も否定し難いということで、今回、スマート

フォンの利用制限の条例を定めた自治体もあり

ますけれど、それがどういう効果が出るのかは

注視していきたいと思っています。また、オー

ストラリアや欧米、海外でこどものスマートフ
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ォンやＳＮＳの利用制限を行っている事例もあ

ります。そういったものもどういう効果があり、

逆に、どういう弊害がありという両面で見てい

く必要があるかと思っています。 

 それとは別に、とにかく読書が豊かな心を育

む、あるいは情緒を育てていく。読書の効果は

間違いなく事実として、しっかりと皆様に伝え

ていくべきものであり、さきほど課長から答弁

したように、なるべく幼いこどものうちから本

に親しむことがまず大事で、その辺の事業もし

っかりと進めていきたいと思います。また、時

代にマッチした電子図書もどんどん増えている

ので、県立図書館においても、電子図書の導入

も進めています。 

 そういった時代にマッチした読書の在り方も

模索していきたいと考えています。しっかりと

取り組んでいきたいと思っています。 

木田委員 人を成長させるにおいて、人・旅・

本との出会いは大変重要な要素であることは明

らかです。社会教育課として、就学前・就学後

も、こどもに対する読み聞かせ、寝る前の読み

聞かせなど大変良いことだと思います。そうい

ったことを広めてもらいたいと思います。 

 義務教育でも高校教育でも読書の大切さをみ

んなで知らせていくことが大切だと思うので、

是非、これからもお願いします。 

若山委員 決算事業別説明書３２９ページ、主

要な施策の成果３３４ページのスクールカウン

セラー活用事業について、伺います。 

 いじめ・不登校等学校課題、児童・保護者の

抱える学校課題に対応するために、スクールカ

ウンセラーが配置されているのですが、評価を

見ると、目標値に少し及ばなかったのでＢだと

思います。全公立学校を網羅して配置するとい

うことでしたけれど、その部分についてＢ評価

で、十分な配置ができていたのか、効果があが

ったのか。正直、スクールカウンセラー相談件

数は多ければ良いということではなく、一つ一

つ丁寧にすることが大事だと思っています。そ

の辺の対応についても、あわせて伺いたいと思

います。 

 各市町村からスクールカウンセラーだけでは

なくスクールサポートスタッフ等も含めて、教

員の負担軽減、そして保護者・児童のために、

教職員をサポートするスタッフが増えることは

非常に望ましい事業ということで望む声が多い

ですが、今後の方向性についても伺いたいと思

います。 

松村学校安全・安心支援課長 スクールカウン

セラー活用事業について、御説明します。 

 スクールカウンセラーについて、平成７年度

の開始以降、配置の拡充を続けており、令和元

年度に全公立学校をカバーする形で配置が完了

しました。昨年度のスクールカウンセラー相談

件数は延べ５万１，７５０件であり、全公立学

校配置前の平成３０年度と比較すると、５１．

３％増となっています。さらに、昨年度の個別

の相談件数のうち、５５．３％が解決もしくは

状況が好転していると回答しており、令和５年

度と比較すると、５．８ポイント増となってい

ます。 

 また、連絡協議会や実務研修会を通じた事例

検討やスーパーバイザーによる助言等を行い、

スクールカウンセラーの資質能力の向上にも取

り組んでいます。 

 今後も国の動向を注視しながら、教育相談体

制のさらなる充実を図っていくことを考えてい

ます。 

若山委員 単純なことを伺いたいのですが、評

価はＢであり、どういった部分でＢになったの

か伺います。 

松村学校安全・安心支援課長 小学校いじめ解

消率の全国比が成果指標になっていますが、い

じめの解消は二つの定義があり、いじめ行為が

止んでいる状態が３か月続いていること、また、

被害生徒が心身の苦痛を感じていないことで、

この３か月で学校は非常に慎重にこどもを常に

見守りながら、安易に解消したと判断していな

い。正に、前向きな部分もあると考えています。 

 もう１点、この数値について、本年度の１月

以降にいじめがあると、解消までに３か月かか

り年度を越してしまうので、そういった点も若

干は影響があると捉えて、Ｂ評価の判断として

います。 
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若山委員 正しくおっしゃられたとおり、いじ

め等、こども・保護者・家庭の部分も含めて様

々な問題を抱えている。それをこれまで学校現

場の教職員中心にやってきたけれど、そうでは

なくて、こういった形でスクールサポートスタ

ッフと合わせて、スクールカウンセラーとさき

ほども言いましたが、そういった支援体制をき

ちんとつくりながら、こどもを見守る人をいか

にして増やすかだと思います。一つ一つの事例

が、今おっしゃられたように、長期にわたる部

分でもあるので、是非、これからの充実も要望

としてお願いします。 

吉村委員 決算事業別説明書３２９ページ、い

じめ・不登校等対策事業費について、県内でも

約４千名程度の児童生徒が不登校という状況が

あり、そういう不登校のこどもの数が増え続け

ている中で、不登校傾向のこどももいます。学

校には登校できるけれど教室には入れないこど

ものために、令和５年度より校内教育支援ルー

ムが設置され、そこに登校支援員が配置される

ようになったかと思います。 

 それまで、教室に入れないこどもは保健室登

校や別室登校等で、そのこどもに対する関わり

が教職員はなかなか難しかった状況があったわ

けです。資料にもありましたが、この事業によ

って、校内教育支援ルームから学級に復帰でき

たこどもが１７５人という状況が示されていま

した。非常に大きな効果があったと評価してい

ますが、中学校において、学校に来られなかっ

たこどもが学校に登校できる、または、できる

ようになったという復帰率が、令和４年度３１．

３％だったのが、令和５年度３８．８％と７．

５ポイント上昇している資料が県からも示され

ていました。これは、令和５年度に登校支援員

が配置されるようになったことも非常に大きな

影響なのではないかと思っています。 

 ただ、事業の課題として、登校支援員の勤務

時間について、基本的な部分で言えば、年間１

４０日、週４日、そして１日６時間が基本にな

っているかと思いますが、これではせっかくこ

れだけの効果を表しているけれど、まだまだ十

分に関わり切れていない面も出てきているので

はないかと思います。勤務時間の設定の理由に

ついて、伺いたいと思います。 

 あわせて、登校支援員を令和５年度、６年度、

７年度と年々増やしています。特に、今年度か

らは市町の小学校に１名配置もされており、不

登校の出現率は全国的に見れば低い小学校もあ

りますが、小学校にも是非増やしてほしいとい

う声が管理職や教職員から聞こえています。さ

らなる拡充について、どのような検討が行われ

ているか伺います。 

松村学校安全・安心支援課長 登校支援員につ

いて、国の補助事業を活用する形で、令和３年

度から配置を開始しています。勤務時間につい

て、当時先行配置していた他県の状況、また、

独自配置していた県内自治体の状況を勘案し設

定したものです。 

 令和３年度当時、１１市町１４の中学校に設

置した登校支援員は、現在、１７市町５５の中

学校にまで拡大しており、昨年には、さきほど

吉村委員がおっしゃったように、１７５人の生

徒が別室から教室に復帰でき、３９１人の生徒

が不登校から別室登校につながっています。ま

た、早期支援の観点から、今年度より７市町７

小学校に拡大配置しています。 

 今後、小学校における配置の効果を検証する

とともに、国や各県状況にも注視しながら、支

援体制のさらなる充実を図っていきたいと考え

ています。 

吉村委員 私自身、この勤務時間の設定につい

ては１０６万円の壁があるのではないかと捉え

ていましたが、そのことについて、もう一回お

聞きしたいと思います。 

 あわせて、登校支援員や学校の管理職からこ

の様な声があります。勤務時間等をなかなか延

ばすことができないなら、朝から来るこどもも

いるし、午後から来る、お昼ぐらいから来るこ

どももいるので、登校支援員については、その

こどもに合わせて、柔軟に勤務時間を合わせる

ことができないのかです。 

 あわせて、現在、この登校支援員が関わって

いるこどものところに単独で家庭訪問に行くこ

とが許可されていない状況ですけれど、日頃か
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ら関わり始めると、是非、その子に校内教育支

援ルームに来てもらえないかと担任と一緒に声

かけもしていきたいことも話をされていました。

そのような勤務について検討ができないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

松村学校安全・安心支援課長 令和８年度の国

の概算要求において、校内教育支援ルームの登

校支援員の配置のかなりの拡充が出ています。

我々はこの要求を鑑みながら、登校支援員につ

いては国庫が３分の１使われているので、状況

を注視しながら、時間については進めていきた

いと思っています。 

 アウトリーチの件について、さきほど御質疑

いただきましたが、今後、来年度の取組につい

て検討させていただきたいと思います。 

吉村委員 私自身、本当に登校支援員は非常に

評価しており、今後、是非拡充していただきた

い思いです。様々な理由で学校に行けないこど

も、学校に来ても教室に入れないこどもがいま

す。 

 例えば、フリースクール、教育委員会が行っ

ている教育センターや適応指導教室など、いろ

いろな居場所があり学ぶ場がある。それはそれ

として認められるものだと思います。少し情緒

的になるかもしれませんけれど、いろいろなト

ラブルを起こしながら、教室・学校で友達と一

緒に学び育つことを是非大事にしていければと

思います。 

 そのため、校内教育支援ルームや登校支援員

は非常に大きな効果があると思うので、充実に

向けて、是非よろしくお願いします。 

澤田委員 私からは２点あります。決算事業別

説明書３４５ページ、学校部活動改革サポート

事業費についてです。さきほど、教育長からも

御説明があり、これに関して、部活動指導員の

有効的な配置ができているのでＡ評価でした。

具体的に、令和７年を目標に、休日の部活動は

地域クラブに移行する方針として今動いている

と思いますが、その達成がどのようになってい

るのか。また、市町村からの求めに応じて、外

部指導者を紹介する人材バンクを県が今行って

いますが、現在の登録人数と人材バンクの機能

状況を教えてください。 

 もう１点が決算事業別説明書３２３ページ、

災害時県立高等学校等通学対策事業費について

です。この事業のスキームについて教えてくだ

さい。災害の定義、バス会社との提携内容、誰

がこれを発動していくのか。また、県立私立関

係なく、通学困難高校生が対象なのか。 

吉野体育保健課長 部活動の地域展開は、教育

庁全体で組織立てて取り組んでいます。本事業

は当課が担当なので、一括して回答します。２

点、質疑いただきました。 

 まず、令和７年度を目標に休日の部活動を地

域クラブに移行することについて、その達成度

はどうなっているのかという質疑です。現在、

令和８年度から１２市町村において、休日の地

域クラブ活動が実施される予定となっています。

その他の６市はそれぞれの移行計画に基づき、

遅くても令和１２年度末までには移行完了する

予定となっています。県としても、部活動改革

に知見を有する専門家の派遣、人材バンクの活

用、好事例の情報提供など、市町村への支援を

強化しています。 

 続いて、人材バンクにおける現在の登録状況

と機能状況について、現在２４６名が県の指導

者人材バンクに登録しています。県としては、

より多くの人材に活動へ参画してもらうため、

システムの機能改善を進めています。具体的に

は、医療従事者やスポーツ推進員による見守り

支援なども登録要件に追加するなど、幅広い地

域人材が関われる仕組みを構築しています。 

 また、登録者を増やすために、総合型地域ス

ポーツクラブやスポーツ少年団担当者への説明

会を実施するとともに、新たな指導者の確保に

向けて、県内の大学生を対象とした指導者養成

講座を実施するなど、指導者の質・量の充実に

つながる取組を進めていきます。 

深藏教育財務課長 災害時県立高等学校等通学

対策事業費について、お答えします。 

 まず、事業のスキームについて、原則として

災害救助法が適用される程度の災害によりＪＲ

の路線が被災した際、ＪＲが手配する代替バス

の運行開始までの間、通学する高校生のために
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臨時の通学バスを運行することとしています。

災害時には、契約期間中に継続して同時に多数

の車両を手配する必要があることから、バスを

運行する場合は、県内バス事業者のほとんどが

加盟している大分県バス協会との随意契約によ

り調達します。 

 当該事業は、該当する災害が発生し、必要が

あると教育委員会が判断した場合に実施するも

ので、県立のみならず私立高校に在学する生徒

も対象とし、被災地域に在住する生徒にとり、

安全安心な通学手段の確保に備えています。 

澤田委員 再質疑したいのですが、学校部活動

改革サポート事業費について、人材登録を非常

に活発に行っていることは承知しています。 

 その上で、これから大事なことはマッチング

作業になっていくと思います。このマッチング

について、令和６年度で結構なので、どのくら

いの達成率・マッチング率があったのかを再質

疑したいと思います。 

吉野体育保健課長 実は、昨年度の１２月にマ

ッチングのシステムを構築し、今後、市町村が

実際に見られるので、市町村のマッチングが随

時始まっていくと考えています。 

澤田委員 地域移行は令和１２年度末までに６

市で、恐らく大分市が一番大変な状況であるか

と思いますけれど、何とか令和１２年度までに

できるように御尽力いただければと思うので、

よろしくお願いします。 

 そして、災害時県立高等学校等通学対策事業

費について、よく分かりました。ありがとうご

ざいます。当然、災害ということで、大規模災

害――ＪＲの線路の寸断等は十分承知していま

す。今年９月５日に台風１５号が来たときに、

県内の小・中・高合わせて２１３校で繰上げ下

校が行われたことがありました。高校の生徒が

帰ろうとしたときに、もう帰れない。要は、バ

スに乗れないということで、２時間ぐらい待っ

た生徒もいたということでした。 

 ４００万円の予算が付いているので、当然、

これを代替するのは非常に難しいことだと思い

ますが、予算を付けながら、県内において、小

規模と言ったら失礼ですけれど、通学困難時の

ような災害が起きたときも柔軟に対応できる仕

組みに変更していただきたいという要望です。

こういった帰宅困難な高校生が発生している現

状も踏まえて、来年度の政策につなげていただ

ければと思うので、よろしくお願いします。 

麻生委員 ＧＩＧＡスクール構想の推進につい

て、伺います。Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｏｎ Ｇａｔｅｗａｙ ｆｏｒ Ａ

ｌｌ――全ての人にグローバルで革新的な入口

をということで、この構想があります。 

 それに関連して、決算事業別説明書３１５ペ

ージ、大分県公立学校情報機器整備基金事業費

として、約２８億円で１人１台端末を調達して

います。対象のこどもや調達手法について、説

明をお願いします。 

 一方で、主要な施策の成果の３３６ページ、

新時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進事業とし

て、教育ＤＸ推進プラットフォームの運営や県

立学校に支援員の派遣をするといった部分は、

評価がＣになっています。 

 したがって、調達した１人１台端末の機種の

選定にあたっての特徴や仕様の違いについて、

どのような判断をして今日に至っているのか。

また、目的は、特に変化の激しい社会への対応

及び教育の質の向上と可能性の拡大を目指すと

しているわけですが、答えのない時代にあって

探究が鍵を握るけれど、そういう中で、特にク

ラウドの活用がポイントになってくるかと思い

ます。そういった意味で、現状を大変心配して

いる方がいたので、あえて伺います。 

角渕教育ＤＸ推進課長 大分県公立学校情報機

器整備基金事業費について、お答えします。 

 まず、対象のこどもと調達方法について、こ

の基金は義務教育段階で小・中学校等がタブレ

ットを調達する際に対象になっており、昨年度

は４市町で調達しています。 

 機種と仕様について、文部科学省が示す基準

をもとに、自治体ごとに選定しています。大分

市、豊後高田市、杵築市は保存容量が６４ＧＢ

のｉＰａｄ第１０世代、九重町は保存容量が３

２ＧＢのＮＥＣ製のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを採

用しました。 
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 さきほどの評価がＣになっていることについ

て、この評価は、授業にＩＣＴを活用して指導

できる教員の割合を成果指標としています。最

近は生成ＡＩなどの先端技術が急速に広まって

おり、そういった先端技術を使うことに不安を

抱えている教員もいます。評価はＣとなってい

ますが、実績値８５．９％は教員の自己評価で、

全国平均を上回っています。 

 教員の不安を解消するにあたり、ＩＣＴ教育

サポーターなどを今年度も学校に派遣し、生成

ＡＩ等の先端技術の活用を学校に普及させ、教

員の不安を解消していきたいと考えています。 

 それから、クラウドについて、まずｉＰａｄ

とＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋで比較した場合を具体

的に言うと、データをどこに置き、どのように

処理するかという設計思想が異なっています。

まず、クラウドに適しているとされるＣｈｒｏ

ｍｅｂｏｏｋについて、処理・保存・共有の全

てをクラウド上で行うことを前提としています。

一方、そのため、オフラインでの使用は制限が

かかっています。ｉＰａｄについて、高性能な

端末内で処理を行い、データの保存場所や共有

場所として、クラウドを活用しています。校外

学習での記録撮影や編集作業など、オフライン

でも行うことが可能となっています。ｉＰａｄ

とＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋともにクラウド環境を

活用することは、技術的には可能となっていま

す。Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋはクラウドを活用し

ないとなかなか機能を発揮しないという性能に

なっており、ｉＰａｄはクラウドを活用しなく

てもオフラインでの活用もでき、それぞれの自

治体によって、その辺を踏まえて判断している

ものと考えています。 

麻生委員 さきほどの評価がＣであるのは県立

学校でしょう。今回、ＧＩＧＡスクール構想の

推進にあたり私が特に心配しているのは、義務

制の分野です。これは、文部科学省の幹部まで

いったふるさとを思う方が、大分県のＧＩＧＡ

スクール、特に義務制の分野を大変心配してお

り、そういう意味において、探究心を見極め、

答えのない時代にどうやってそれぞれの地域か

ら人材を育成していくかという部分で、さきほ

どのＣ評価も、高校教育などはかなり良い評価

をいただきながらもそういう状況です。これを

さらに、学校へのＩＣＴ教育サポーターの派遣

も含めて専門員を派遣する場合、大分県にそう

いった人材が十分いるのかも考えていくと、早

めに対処や準備をし、クラウドの活用も含めて、

本当の意味の目的が達成できる形に持っていく

必要があるのではないかと思っています。 

 多分はっきり言って、こういったやり取りを

していることを理解できる現場の教員も苦労し

ているのではないかと思っています。そういっ

たこともしっかりと支援していく必要があるか

と思います。問題認識を持って、特に高校は進

みつつあるけれど、義務教育段階、小中学校段

階にどうやってサポートしていくか、寄り添っ

ていくかが大きな課題だと認識しているので、

そういった部分、特に傾斜配分でもいいから予

算も含めて、考えていく必要があることを指摘

し、お願いしたいと思います。 

穴見委員 主要な施策の成果３５４ページ、学

校部活動改革サポート事業について、これに関

して四つ質疑をあげていましたが、うち二つは

さきほどの澤田委員の質疑の内容と同じなので、

繰り返さないで割愛したいと思います。 

 残りの二つについて、まず、そもそもこの事

業の予算額が約６，８００万円に対して、決算

額が約５，２００万円、約１，６００万円下回

っているのですが、その内容や理由を教えてい

ただきたいと思います。 

 それともう１点、部活動指導員について、主

な事業内容に１２５名と記載があります。総数

で１２５名だと聞いていますが、そもそもこの

人数が十分なのか否か。恐らく、目標人数など

も設定していると思うので、それとの差や状況

を教えていただければと思います。 

吉野体育保健課長 ２点御質疑いただきました。

まず、決算額が予算額から１，６００万円程度

下回った内容について、主な要因は２点ありま

す。１点目は、部活動指導員確保の予算に対し

て、各市町村において人材の不足などの理由に

より、指導員の配置や活動の実績が想定に達し

なかったためです。２点目は、部活動の地域展
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開に係る国庫事業を受託した市町村において、

地域クラブ活動を円滑に進めるためのコーディ

ネーター配置や指導者確保が計画どおりに進ま

ず、事業実績が想定に達しなかったためです。 

 次に、部活動指導における配置ニーズの評価

について、穴見委員からお話があったように部

活動指導員は１２５名、現時点ではおおむね充

足されていると判断しています。一方、地域展

開が過渡期にある現在、高校も含めて、引き続

き、部活動指導員の積極的な活用は必要である

と考えています。 

穴見委員 文部科学省のホームページなどでも

参考事例や成功事例が増えてきたとは思います

が、実際に周りの話を聞いていると、結構苦戦

している声をよく聞きます。特に、答弁にあっ

たとおり、人員確保の部分です。なかなか見つ

からないという話も聞きます。その辺は大変難

しいと思いますが、見てくれる人がいないこと

には進まないと思うので、引き続き、よろしく

お願いします。 

福崎委員 １点追加で質疑したい部分があるの

で、よろしくお願いします。 

 まず、決算事業別説明書３２５ページ、実習

船運営費です。本事業は海洋科学高等学校の実

習船運営に要した経費で、共同実習船翔洋丸に

係る大分県負担金約７，８２３万円が支出され

ています。翔洋丸は香川県と共同運航されてい

ます。共同運航の内容及び共同運航することに

よる課題があれば、教えていただきたいと思い

ます。また、翔洋丸運航に係る経費の総額がい

くらか、そして、大分県の負担割合はどうなっ

ているか、お尋ねしたいと思います。 

 二つ目は、決算事業別説明書３２６ページ、

スクールバス整備事業費です。事業別予算額６，

０６５万円で、特別支援学校２校のスクールバ

スの買換えを行っていますが、スクールバス買

換えにあたって、電気バスの検討がされたのか、

また、電気バスを採用しなかったとするならば、

採用しなかった大きな要因は何なのか。今後の

スクールバス買換え時の考え方もあわせてお尋

ねしたいと思います。 

 三つ目、決算事業別説明書３２９ページ、日

本スポーツ振興センター災害共済給付事業費で

す。県立学校の管理下における児童生徒の災害

に対し災害給付――医療費、障害見舞金、死亡

見舞金を行ったということですが、決算額が約

１億３，６８４万円となっており、額を見てび

っくりしています。給付内容、災害の内訳及び

災害の再発防止について、どのような検討がさ

れたのか、お尋ねしたいと思います。 

 四つ目、決算事業別説明書３３７ページ、成

人教育費です。家庭における教育力の向上を図

るため、ＰＴＡなど社会教育団体関係者や保護

者を対象とした研修会等の実施支援をしたとあ

るが、現在、御存じのとおり、全国でＰＴＡが

消滅しています。大分県においても例外ではな

いと思います。教育委員会として、ＰＴＡが消

滅している現状をどのように受け止めているの

か。また、ＰＴＡ消滅に歯止めをかけるため、

県としてどのような検討がされているのか、お

尋ねしたいと思います。 

 五つ目、決算事業別説明書３４５ページ、ス

ポーツ大分パワーアップ事業費です。国民スポ

ーツ大会において上位成績を獲得するため、拠

点チームへの強化対策やスポーツ医科学の活用

促進に要した経費として１億１千万円の事業別

予算額で１億１千万円が執行されています。こ

れは委託費なのか、どこかの団体にそのままお

願いしたのか、事業内容についてお尋ねしたい

と思います。 

 追加ですが、主要な施策の成果３２２ページ

及び決算事業別説明書３３４ページ、県立高校

未来創生事業費です。現在６校で全国募集を行

っており、令和７年度入試における全国募集結

果として１９名の応募があったと書いているが、

全国募集の学校の選定条件があるのか、あるな

らば教えていただきたい。そして、今後、全国

募集を拡大する考え方はないのか。例えば、水

産高校は全国でもあまり学校がなく、全国募集

している水産高校は全国から来る方が多いと聞

いているので、そういう意味で、全国募集を拡

大する考え方がないか、お尋ねしたいと思いま

す。 

深藏教育財務課長 まず、一つ目の実習船運営
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費について、お答えします。 

 翔洋丸は大分県立海洋科学高等学校と香川県

立多度津高等学校により、年２回の遠洋航海実

習のため共同で運航しています。令和６年度の

翔洋丸運航に係る経費の総額は約３億５，６６

６万４千円であり、この額から遠洋航海での漁

獲収入等を差し引いた額を２等分した額から、

人件費等の本県で直接支出した額を差し引いた

額を負担金として支払っています。共同運航に

際しては、職員の服務に関する規定の違いなど

課題はありますが、年２回、関係者による共同

運航調整委員会の開催により、綿密に意思疎通

を図りながら、両校の教育活動の充実につなげ

ていきたいと思います。 

 続いて、二つ目のスクールバス整備事業費に

ついて、お答えします。ＥＶバスは、経費面や

スクールバスとして必要な整備面などの諸条件

を検討したものの現状では折り合わず、これま

で導入には至っていません。ＥＶバスは本県の

民間事業者においても導入されているが、スク

ールバスとして採用するにあたり、大きな課題

は車両本体及び充電設備等に係る経費面と捉え

ています。さらに、車椅子用のリフト等の設置

の可否など、バスを利用する児童生徒等の実情

等に合致した車両があるかなどについて、メー

カー等から情報収集しています。 

 今後、県教育委員会の更新基準に沿って、学

校の要望等を丁寧に聞き取り、必要なスクール

バスの更新を進めるとともに、ＥＶ化について

も関係部局と連携し、研究を進めていきたいと

思います。 

松村学校安全・安心支援課長 日本スポーツ振

興センター災害共済給付事業費について、御説

明します。 

 決算額の内訳について、給付金が約９，１０

０万円、掛金が約４，５００万円となっていま

す。災害給付の内訳について、医療費４，５５

７万円、障害見舞金３，０９５万円、歯牙欠損

見舞金１６万円、死亡見舞金１，５００万円で

す。このうち、県の実質負担分は掛金のうちの

設置者負担分である約５５２万円です。 

 災害の内容は熱中症も含め、体育、部活動中

の事故が６９．４％を占めています。そのほか、

登下校中の事故が１４．３％、休憩時間中の事

故が７．１％となっています。 

 再発防止に向けて、県立学校に対し、熱中症

や自転車事故等、学校生活に係る事故の未然防

止について、取組の徹底を依頼するとともに、

県や文部科学省のガイドライン等の周知を図っ

ていきます。また、体育保健課においても、体

育、部活動中の事故の再発防止に向けた取組を

行っています。 

 加えて、管理職を対象に他県の先進的事例を

踏まえた事故防止についての研修を実施するな

ど、学校の組織的対応力の強化と職員の資質能

力の向上にも引き続き取り組んでいきます。 

矢野社会教育課長 ＰＴＡの現状に対する受け

止め、そして、今後どのようなことができるの

かといった検討について、御質疑いただきまし

た。 

 ＰＴＡは学校行事のサポート、保護者同士の

交流、学校と家庭の連携強化など、こどもの健

全な成長を支える上で、重要な役割を担ってい

ると認識しています。 

 しかし、保護者の価値観の多様化や共働き世

帯の増加等により、従来のＰＴＡ活動の在り方

に疑問を持つ保護者が一定数存在しており、教

育委員会としても、ＰＴＡを巡る様々な課題等

は大変危惧しています。 

 一方で、社会教育法では社会教育関係団体の

活動に行政が統制的支配を及ぼしてはいけない

と定められており、ＰＴＡの解散等、存続に対

する自主的な判断に行政が関与することができ

ません。しかしながら、ＰＴＡ活動はこどもの

教育において重要な役割を担っていることから、

活動の充実に向けた優良事例の紹介や活動の活

性化に向けた指導助言を行っています。 

 今後も、ＰＴＡが抱える課題や悩みに寄り添

いながら、支援を継続していきたいと考えてい

ます。 

吉野体育保健課長 事業実施を担う団体がある

のか、あれば事業内容はどのようなものかとい

う御質疑をいただきました。 

 本県は毎年実施される国民スポーツ大会にお
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いて、天皇杯得点１千点獲得を目標に掲げてい

ます。この挑戦は広く県民に勇気と元気を与え、

スポーツ振興を図る重要な取組であると考えて

います。この目標等の達成のためには、特に有

望な高校や企業チームを強化指定し、合宿等の

支援を行うとともに、スポーツの基盤整備など

が不可欠です。そのため、県は公益財団法人大

分県スポーツ協会と連携を図っています。 

 同協会は国内スポーツの統括団体である日本

スポーツ協会の傘下組織であり、本県における

スポーツ振興の中心的な役割を担っています。

具体的には、スポーツ少年団の推進、スポーツ

医科学研究、国民スポーツのサポート、指導者

の育成などを展開しています。 

 今後も、スポーツ医科学の活用によるサポー

ト体制の充実や指導者の資質向上を図りながら、

効果的な競技力向上対策を推進し、スポーツ協

会と連携しながら、国民スポーツ大会における

天皇杯得点１千点獲得を目指していきたいと考

えています。 

小野高校教育課長 全国募集について、御質疑

いただきました。現状、全国募集について、他

県から意思・意欲のある生徒を迎え入れ、本県

の生徒と切磋琢磨できる環境ができるというこ

とで、学びにとっても非常に有効であると認識

しています。全国募集について明確な条件を明

記したものはないけれど、他県の例も踏まえる

と、生徒が安心して生活できる住居環境が整っ

ていることは、非常に大事だと思っています。 

 加えて、他県の例を見ると、生徒に対する地

域の支援体制や様々な形の補助も生徒の学びや

生活にとって必要ということで、そういった状

況もあります。それから、何よりも、全国にア

ピールできる高校の魅力や特色があるかは、非

常に大きいと思っています。さきほど話題にな

った県立海洋科学高等学校ですが、水産自体が

非常に魅力はあると思っています。ただ、福崎

委員がおっしゃったように、全国に水産高校が

あるので、その中でいかに県立海洋科学高等学

校が特別な魅力を打ち出していくのかは、非常

に大事だと考えています。 

 現状、他県からの受入れについては身元引受

人制度を作っており、全国募集を展開している

学校以外にも身元引受人を選定すれば、他県か

らも来られることになっており、県立海洋科学

高等学校も臼杵市内に親戚がいる生徒がいたか

と聞いているので、そういったことも可能であ

ると思っています。 

 いずれにしても、全国募集はこれから有効な

手段だと思うので、学校の魅力をいかに打ち出

すか、地域と協力しながら考えていきたいと思

います。 

福崎委員 まず、スクールバス整備事業費につ

いて、さきほど、ＥＶの導入の研究を今後進め

ていくということですが、第４次大分県環境基

本計画には、県や市町村の公用車の更新時に、

電気自動車やハイブリッド車などの導入を推進

していくと書かれています。と言うことは、研

究や検討などではなく、公用車の更新時には電

気自動車やハイブリッド車の導入を進めていく

ことなので、この方針に従えば、スクールバス

もＥＶにしていくのではないかと思います。教

育委員会の考え方について、教育長にお尋ねし

たいと思います。 

 それから、事故・災害です。これは全学校で

情報を共有し、そして各学校で対策を検討する

と思うので、それをしっかりと水平展開し、ほ

かの学校で類似の事件・事故・災害などが起き

ないようにしっかりと取り組んでいただきたい。

こどもの命と安全を守ることが大切なので、お

願いしたいと思います。 

 確認ですが、スポーツ大分パワーアップ事業

費は、公益財団法人大分県スポーツ協会に委託

しているということでよいですか。 

山田教育長 スクールバスへのＥＶバスの導入

について、お答えします。 

 さきほどお話があったとおり、第４次大分県

環境基本計画で積極的にＥＶを公用車に導入し

ていくことを検討するのは大きな方針としてあ

り、更新にあたり当然検討はしましたが、さき

ほどの答弁にもあったとおり、購入費用です。

今回、ディーゼルバスの導入が１台当たり３千

万円ぐらいですが、ＥＶバスを導入しようとす

ると、１台当たり６，５００万円と倍以上の経
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費がかかります。加えて、急速充電設備が必要

になり、３００万円、４００万円かかります。

さらに、走行可能距離が現時点ではディーゼル

バスに比べて短く、１回の充電で２８０キロメ

ートルぐらいしか走れないことを考えると、例

えば、特別支援学校のスクールバスは１日当た

り１９０キロメートルぐらい走り、加えて、何

か非常事態があると、途中で止まってしまう心

配もあります。ＥＶは世界的にどんどん技術革

新が進み性能が向上しているので、方向性とし

ては脱炭素のためにＥＶに向かっていくと当然

思いますが、そのタイミングは技術革新の状況

を見ながら、実際にスクールバスの運行・運用

に支障を来さないレベルに達したタイミングで

導入するものと考えています。 

吉野体育保健課長 まず、事故のリスクマネジ

メントについて、事故に関しては体育保健課か

ら各学校に随時周知しています。特に、体育や

部活動関係が非常に多いので、周知しています。 

 それから、スポーツ大分パワーアップ事業費

の公益財団法人大分県スポーツ協会への委託は、

全額負担金でしています。 

木付委員 主要な施策の成果３２１ページ、遠

隔教育システム構築事業についてです。 

 遠隔教育センターからの配信で、かなり時代

も進んだと思っています。また、今後の展開に

も期待しています。しかし、難関大学向けの講

座が多いと聞いており、成績上位層向けの対策

に傾注しているのではないかと思います。公教

育の場であり、税金を使っている以上、多くの

生徒に効果がある施策に取り組んでもらいたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、教育においてもＤＸを進めるのは良い

ことだと思います。児童・生徒にタブレットを

持たせ、理解を促進させる事業を行うこと以外

にも、時代に即し、デジタル化を進めることが

大切だと考えています。小・中学校ではいまだ

に教員の旅行命令や給与明細など、いわゆるバ

ックオフィスの面で紙による処理が主流であり、

デジタル化されてないと聞いており、驚いてい

ます。このような面も時代の潮流に合わせてい

くことが教育のＤＸ化ではないかと思いますが、

いかがですか。 

角渕教育ＤＸ推進課長 遠隔教育システム構築

事業について、お答えします。 

 県内どの地域においても、生徒の可能性を最

大限に伸ばせるよう、まずは地域の普通科４校

で遠隔授業を開始しました。難関大学志望者向

けの授業をオンラインで提供できるようになっ

たことにより、それ以外の生徒に対しても、対

面授業における習熟度に応じた指導の充実が図

られています。 

 また、県内全ての普通科等設置校を対象に実

施した夏休みの特別授業には、２３校３１８名

の生徒から参加申込みがありました。参加した

生徒からは、学校とは異なる視点の解説に新た

な発見があったといった好意的な意見も多く寄

せられ、幅広い層の学びの充実につながってい

ると考えています。 

 こうした取組の中で、木付委員御指疑のとお

り、公教育において、できるだけ多くの生徒に

効果が及ぶことが重要だと認識しており、今後

の生徒のニーズを踏まえ、どのような工夫がで

きるかを模索していきたいと考えています。 

神屋教育人事課長 小・中学校の総務系業務の

デジタル化について、お答えします。 

 市町村立小・中学校のいわゆる総務系業務に

おいては、木付委員御指疑のとおり、出勤簿の

押印や旅行命令簿、あるいは給与明細の配布、

各種文書の供覧、決裁といった多くが、依然と

して紙媒体による処理が主流となっています。

現状の紙媒体による煩雑な事務処理は、本来最

も時間を割くべき児童・生徒と向き合う時間を

圧迫する一因になっているとも考えられます。

特に、教頭の負担が大きくなっており、本来の

業務である学校マネジメントや人材育成に割く

時間が十分に取れない状況も見受けられます。

総務系業務のデジタル化により、教頭の負担を

軽減し、若手職員からの相談支援などにも対応

が可能となるとともに、業務の効率化が図られ

ることで、こどものための教育に一層注力でき

る環境整備にもつながるものと考えています。 

 こうした状況を踏まえ、県教育委員会として

は、市町村教育委員会と連携協力しながらどの
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ような進め方ができるか、検討を進めていきた

いと考えています。 

木付委員 遠隔教育システムは佐藤知事の目玉

施策だと思うので、さらなる発展を期待してい

ます。そして、いわゆるバックオフィスの紙使

用です。これについて、スケジュールではどれ

ぐらいの時間をもってデジタル化するのか、今

分かるところでよいので、御回答願います。 

神屋教育人事課長 スケジュールについて、シ

ステムをどういうものにしていくのかもまだ具

体化できてはいないところがあり、これから市

町村教育委員会と話をしていくことになるかと

思っています。できるだけ早くではあるのです

が、申し訳ありません、いつまでにというのが

ずっとあれですけれど。ただ、国での給特法の

改正に伴い、令和１１年度までに教職員の時間

外在校等時間を月平均３０時間以内にする目標

が掲げられており、できるだけそれを目指して

やっていきたいと思っています。 

木付委員 議員も報酬明細はタブレットで見る

ようになっているので、是非ＤＸ化の推進をお

願いします。 

阿部（長）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が１名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑から始めます。 

守永委員外議員 主要な施策の成果３４２ペー

ジ、教員業務サポートスタッフ等派遣事業につ

いてお尋ねします。三浦委員、御手洗委員から

同じ事業の質疑がされているので、執行部との

やり取りを踏まえて、確認したいと思います。 

 この事業によって、教員の勤務時間が削減さ

れ超勤時間として見たときに、どのような変化

があったのかをお尋ねします。それと、児童・

生徒と向き合う時間が増えたことも答弁の中で

あったけれど、具体的に、どの程度、児童・生

徒と向き合う時間が増えた状況なのか。把握し

ていれば、実態を教えていただきたいと思いま

す。 

神屋教育人事課長 教員業務サポートスタッフ

等派遣事業について、御質疑いただきました。 

 まず、超勤時間の状況について、令和６年度

における県立学校の１か月当たりの平均時間外

在校等時間は２２時間５１分、市町村立学校の

１か月当たりの平均時間外在校等時間は２８時

間１３分となっており、スクールサポートスタ

ッフの配置を含めた働き方改革の推進の取組に

より、いずれも近年減少傾向にあります。 

 スクールスタッフの配置にあたり、市町村教

育委員会が配置校の教員に対して実施した独自

アンケート結果によると、教員の負担軽減にな

るなど肯定的な意見が多く、中には配置校全て

の教員がこどもと向き合う時間が増えたと回答

した市町村もありました。引き続き、教員の負

担軽減と働き方改革の推進に向け、スクールサ

ポートスタッフの活用を図っていきたいと考え

ています。 

守永委員外議員 アンケート結果によって、全

ての教員がこどもと向き合う時間が増えたと回

答した市町村もあるということで、そういう勤

務環境もしくは児童・生徒と向き合う時間が十

分に増えてきていることが、特に働きやすさや

やりがいを感じられる職場環境に持っていくこ

とが目的でしょうから、そういったことも確認

しながら、進めていただきたいと思います。 

阿部（長）副委員長 予定の時間を過ぎている

ので、委員外議員での質疑はこれで終了とさせ

ていただきます。 

 それでは、本日の質疑等を踏まえ、全体を通

して、委員の方から、ほかに何か質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 別にないので、これで質

疑を終了します。 

 これをもって、教育委員会関係の審査を終わ

ります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 これより、内部協議に入るので、委員の方は

お残りください。 

 

  〔教育委員会、委員外議員退室〕 
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阿部（長）副委員長 これより、決算審査報告

について、内部協議に入ります。 

 さきほどの教育委員会の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見・要望事項等がありましたら、

お願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめは本日の審査における質疑を

踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

 以上で、教育委員会関係の審査報告書の検討

を終わります。 

 暫時、休憩します。 

午後０時０４分休憩 

――――――――――― 

午後１時００分再開 

森委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きま

す。 

 これより土木建築部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、土木建築部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

小野土木建築部長 土木建築部です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

本日はＳｉｄｅＢｏｏｋｓのページ通知機能

を使用するので、タブレット画面右下に青い通

知が出たらタッチしてください。 

まず初めに、資料番号１３、令和６年度決算

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書

について２点を御説明します。１１ページを御

覧ください。 

まず１点目ですが、（２）収入未済額の縮減

等についてのうち、県営住宅使用料の措置状況

を御報告します。 

右側の措置結果の欄を御覧ください。県営住

宅使用料については、収入未済額の縮減を図る

ため、滞納月数等の状況に応じたきめ細かな納

入指導を行うとともに、即決和解制度を活用し、

長期滞納の未然防止に努めているところです。 

資料番号１８、決算特別委員会資料（土木建

築部）の３ページを御覧ください。 

収入未済の解消に向けて取組を行った結果に

ついて御説明します。紫色の棒グラフで示して

いる不納欠損額を除く収入未済額は、過去一番

多かった左端の平成１８年度の１億３，３２２

万１千円から右端の令和６年度には１，７４６

万８千円と、金額にして約１億１，５７５万３

千円、率にして約８７％縮減することができま

した。 

また、一番上の黄色のマル印の折れ線グラフ

で示している現年度収納率は、全国２位の９９．

９４％であり、近年高い収納率を維持できてい

ます。 

今後とも、収入未済額の縮減と収納率の向上

に努めていきます。 

次に、さきほどの資料番号１３、令和６年度

決算特別委員会審査報告書に対する措置状況報

告書にお戻りください。２２ページを御覧くだ

さい。 

２点目ですが、（３）個別事項についてのう

ち⑩建設産業における人材確保について御説明

します。 

右側の措置結果の欄を御覧ください。県では、

建設産業の人材確保を図るため、令和２年度か

ら建設産業における女性活躍を推進する事業を

実施し、経営者向けのセミナーや高校生を交え

た働く女性との交流会、女性の活躍を紹介する

広報誌を配布するなど、建設産業のイメージ向

上に取り組んできました。 

直近の大分県新規学卒者実態調査結果では、

令和６年３月の新規学卒者のうち、建設産業に

県内就職した女性の人数は５７名と前年に比べ

て２１名増加してはいるものの、依然として建

設産業に就職する女性の割合は、他産業と比べ

ると低い状況です。そのため、今年度は新たに

普通科や商業科を含む県内２０の高校や大学な

どで、地元の建設産業で働く女性が自らの仕事

の体験や魅力を直接伝える出前講座を行ってい
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ます。 

また、産学官が連携して建設人材の確保・育

成を支援しているＢＵＩＬＤ ＯＩＴＡにおい

ても、親子で土木建築物を巡る体験バスツアー

や土木・建築おしごと教室など親子に興味を持

ってもらう活動を行いながら、建設産業の魅力

を発信しています。今年度は、小中高生向けに

３種類の広報冊子を作成・配布することで、土

木建築分野への進学や就職の意識付けにつなげ

ていきます。 

今後も、女性活躍を推進する事業など県の事

業とＢＵＩＬＤ ＯＩＴＡの取組の両面から女

性や若者にアプローチしていくことで、人材確

保に取り組んでいきます。 

以上で、措置状況についての説明を終わりま

す。 

続いて、令和６年度土木建築部の決算につい

て総括的に御説明します。 

資料番号１８、決算特別委員会資料（土木建

築部）の４ページを御覧ください。 

まず、１の一般会計予算総額及び決算額につ

いてです。表の左から２列目、予算現額ですが、

総務費、農林水産業費、商工費、土木費、災害

復旧費及び公債費を合わせて、太枠にあるとお

り１，６８３億２，７８２万６００円です。こ

れに対し、一つ右の支出済額の合計が１，０８

２億２３８万３，７７３円です。一番右、不用

額の合計は１１億３，６７５万３，８２７円で

す。主な理由は土木災害復旧費の工事請負費が

見込みを下回ったことなどです。 

一つ下の表、翌年度への繰越額ですが、下か

ら３行目の太枠の計の欄を御覧ください。繰越

明許費が１，４９７件５６８億６，２６７万８

千円、事故繰越が６４件２１億２，６００万５

千円、合計１，５６１件５８９億８，８６８万

３千円となっています。主な理由としては、繰

越明許費が国の補正予算を受け入れたことなど

によるもの、事故繰越は令和４年９月の台風第

１４号及び令和５年７月豪雨の災害復旧事業に

おいて、住民や地権者等関係者との調整に不測

の日数を要したため工事が遅延したことなどに

よるものです。 

その下の２特別会計予算総額及び決算額につ

いては、後ほど関係課長から御説明します。 

以上で、決算状況についての説明を終わりま

す。 

続いて、令和６年度における主要な施策の成

果について、主な事業を御説明します。 

資料番号１１－２、大分県長期総合計画の実

施状況についてをお開きください。１４ページ

を御覧ください。 

一番下の３番、河川事業です。これは、洪水

や台風等による水害から県民の命や暮らしを守

るため、河川改修や堆積土砂の撤去を行うもの

です。令和６年度は、玖珠川や門前川などで築

堤や護岸の整備、河床掘削等の実施のほか、桂

川総合流域防災事業を完了させました。事業の

成果ですが、令和６年度末までに目標８地区全

てで浸水対策を実施し、浸水被害の防止・軽減

を図ることができました。 

次に、１５ページを御覧ください。 

上から二つ目の５番、地域の安心基盤づくり

サポート事業です。これは、県民からの要請を

受けて土木事務所職員が自ら、あるいは委託業

者が河川、砂防、港湾施設等を対象に倒木や流

木等の除去、草刈りや軽微な補修などを行うも

のです。また、地域住民の活動を支援するため、

作業環境の整備や資機材の貸与なども実施して

います。事業の成果ですが、右上成果指標の欄

にあるとおり県民からの要請に対する対応率は、

目標を上回る８８．３％となっています。 

次に、１６ページを御覧ください。 

一番上の７番、砂防事業です。これは、土砂

災害から人家や公共施設を守るため、砂防施設

の整備・保全を行うものです。令和６年度は、

九重町野矢川１号の砂防堰堤や日出町新町地区

の急傾斜地崩壊対策事業などを完了させました。

事業の成果ですが、令和６年度末までに目標を

上回る６１０戸の家屋の土砂災害のリスクを軽

減することができました。 

次に、１９ページを御覧ください。 

 一番下の１８番、県営都市公園施設整備事業

です。これは、公園利用者の安全性・快適性の

向上を図るため、施設整備を実施するとともに、
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公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の計

画的な更新を行うものです。令和６年度は、大

分スポーツ公園において高圧ケーブル更新等を、

大洲総合運動公園において屋外便所更新等を、

それぞれ行ったところです。事業の成果ですが、

施設利用者に向けて安全・安心で快適な都市空

間を提供することができました。 

次に、７２ページを御覧ください。 

一番上の１番、子育て・高齢者世帯住環境整

備事業です。これは、子育て世帯の住環境の向

上や三世代同居・近居の支援高齢者の暮らしの

安心確保のため住宅改修に要する経費を支援す

る市町村に対して助成等を行うものです。 

 令和６年度は、令和５年度に行ったニーズ調

査結果を踏まえ、こどもが３人以上の多子世帯

が行うリフォームについて、補助上限額を１０

万円加算するなど制度の拡充を行いました。事

業の成果ですが、制度の拡充や他事業と連携し

た事業ＰＲを行った結果、右上成果指標の欄に

あるとおり令和６年度の補助件数は目標値１５

０件に対して、１５３件となっています。 

 次に、７３ページを御覧ください。 

一番上の４番、交通安全事業です。これは、

道路利用者が安心して通行できる道路空間を確

保するため、歩道の新設や防護柵の設置などを

行うものです。事業の成果ですが、令和６年度

は国道２１３号ほか２３路線、全３１か所など

で歩道整備を行うとともに、防護柵やカラー舗

装等を整備し、通学児童をはじめとした歩行者

などの安全対策を実施しました。 

次に、２３２ページを御覧ください。 

一番下の１５番、建設産業構造改善・人材育

成支援事業です。これは、建設産業における人

材確保や生産性向上を図るため、建設労働者の

就労環境改善の取組等を支援したものです。令

和６年度は、高校生向け建設業現場体験学習会

や就労規則の見直し等の就労環境改善及び改善

内容の情報発信に要する経費の助成等を実施し

ました。事業の成果ですが、右上成果指標の欄

にあるとおり県立高等学校土木建築系学科にお

ける県内建設業就職率が令和６年度は目標値４

３．０％に対して４４．７％となっています。 

次に、２６０ページを御覧ください。 

 上から二つ目の２番、（公）道路改良事業で

す。これは、広域道路交通網の整備を推進する

ため、高規格道路や国道・県道の整備を進める

ものです。令和６年度は、中津日田道路や国道

１９７号鶴崎拡幅などの事業を実施しました。

事業の成果ですが、国道２１２号日田拡幅の一

部や国東安岐線下原２工区の供用を開始するな

ど、道路整備を着実に進めています。 

次に、２６５ページを御覧ください。 

上から二つ目の５番、港湾整備事業です。こ

れは、港湾貨物を取り扱う埠頭用地等の整備を

行うものです。令和６年度は、重要港湾大分港

や地方港湾臼杵港などにおいて、岸壁整備や埠

頭用地整備などを実施しました。事業の成果で

すが、最大係留可能隻数が６６０隻になったほ

か、船舶の大型化に対応した係留施設の整備な

どを着実に進めています。 

 最後に、２６８ページです。 

上から二つ目の２番、街路事業です。これは、

都市計画道路において、道路の新設・拡幅によ

る渋滞対策や自転車歩行者道の整備による歩行

者の安全確保などを進めるものです。令和６年

度は、大分市の庄の原佐野線や別府市の南立石

亀川線などで事業を実施しました。事業の成果

ですが、大分市の庄の原佐野線の連続高架線の

整備などを着実に進めています。 

以上で、主要な施策の成果についての説明を

終わります。 

続いて、令和６年度行政監査・包括外部監査

の結果の概要のうち、土木建築部関係分につい

て御報告します。 

資料番号１６、令和６年度行政監査・包括外

部監査の３ページ、行政監査結果の概要をお開

きください。 

まず、行政監査についてですが、土木建築部

の関係では御指摘はありません。 

次に、包括外部監査の結果について御説明し

ます。６ページを御覧ください。 

３監査テーマ及び監査対象にあるように、環

境関連施策についてをテーマに土木建築部では

１０事業に対して行われました。 
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結果について、３２ページを御覧ください。 

土木建築部では、改善事項３件及び勧奨事項

７件の計１０件いただいています。このうち改

善事項とされた１件について御説明します。 

 一番下１１９番、港湾管理費の環境白書に含

めるべき事業の見直しについてですが、環境白

書における港湾管理費の事業費には、環境保全

とは関連のない港湾施設管理費用や港湾施設の

補修工事費などが含まれているように見受けら

れるため、見直しが必要であるとの御指摘です。 

この御指摘に対して、令和７年版環境白書か

ら対象となる事業費の分類を適正に行い、環境

保全に寄与した金額を掲載するよう見直しを行

いました。 

 御説明した改善事項に加え、他の改善及び勧

奨事項についても既に措置が完了、若しくは検

討を行っているところですが、引き続き適切な

対応となるよう指導等を行います。 

引き続き、関係各課室長から御説明します。

よろしくお願いします。 

大谷土木建築企画課長 土木建築部一般会計の

歳入決算の主な事項について、御説明します。 

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてですが、資料番号９、令和６年度決算附属

調書の１５ページを御覧ください。 

左の科目で一番上にある、土木費国庫補助金

ですが２２１億５，２２６万６，４１３円の減

収です。 

１６ページを御覧ください。 

科目の一番下、災害復旧費国庫補助金です。

表の右の増減理由のうち、上から３番目にある

土木災害復旧事業費補助金ですが６１億９，５

７５万１，０９５円の減収です。 

２５ページを御覧ください。 

左の科目の一番上、土木債ですが１１４億１，

７００万円の減収です。これらの主な理由は、

事業の一部を翌年度に繰り越したことによるも

のです。 

３９ページを御覧ください。 

収入未済額について、御説明します。左の科

目の一番上、使用料及び手数料のうち土木使用

料ですが２，７４４万８，４０８円です。主な

理由は、県営住宅使用料の納入義務者の生活困

窮等によるものです。 

歳入決算については、以上です。 

次に、歳出決算について資料番号１０、令和

６年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書

により各所属から御説明します。 

２４１ページを御覧ください。 

最初に、土木建築企画課関係分について御説

明します。第１目土木総務費の決算額は８億１，

４３１万６，０６８円です。 

上から２番目土木事務所運営費の決算額は１

億６，８６５万８，３２１円です。これは、各

土木事務所の会計年度任用職員の報酬などに要

した経費です。 

２４２ページを御覧ください。 

第２目建設業指導監督費の決算額は６，３２

０万９，１４７円です。 

一番下、建設産業女性活躍加速化促進事業費

の決算額は３，０９５万６，８１６円です。こ

れは、建設産業における女性の活躍を推進する

ため、経営者向けのトップセミナーをはじめ、

女性のスキルアップに向けたドローンによる測

量、情報発信力など専門的知識を身につけるセ

ミナーなどを開催したものです。 

 ２４３ページを御覧ください。 

第１２款公債費の決算額は４億１，５４５万

９，９９７円です。これは、地方道路整備臨時

貸付金の償還に係る公債管理特別会計への繰出

金です。 

２４４ページを御覧ください。 

公債管理特別会計の決算額は４億１，５４５

万９，９９７円で、さきほど申した一般会計か

らの繰入金と同額です。 

秋月建設政策課長 建設政策課関係分について、

御説明します。２４５ページを御覧ください。 

第１目土木総務費の決算額は２億７４万３，

２５８円です。 

上から３番目の共生のまち整備事業費の決算

額は７，５１８万５千円です。これは、高齢者、

障がい者を含めたすべての県民が、自立してい

きいきと生活し、あらゆる分野の社会活動に参

加することができるよう、県が設置または管理
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する既存の公共施設のバリアフリー化の推進に

要した費用です。 

下から２番目の安全・安心を支えるインフラ

点検事業費の決算額は２，６０８万９，６００

円です。これは、県民の安全・安心を支えるた

め、公共土木施設の長寿命化計画等に基づいて、

損傷や劣化の進行が速い道路の自然法面や河川

の堤防・樋門、港湾岸壁などのインフラを対象

とする点検に要した経費です。 

平山用地対策課長 用地対策課関係分について、

御説明します。２４６ペ－ジを御覧ください。 

第１目土木総務費の決算額は４３６万２，５

９０円です。 

１番目の用地取得対策費の決算額は８９万７

９０円です。これは、過年度に取得した用地の

分筆登記等に要した経費です。 

２番目の収用委員報酬の決算額は２８６万１，

４００円です。これは、収用委員７名に対する

報酬です。 

一番下の収用委員会費の決算額は６１万４０

０円です。これは、収用委員会の運営に要した

経費です。 

石和道路建設課長 道路建設課関係分について、

御説明します。２４７ページを御覧ください。 

 第１目土木総務費の決算額は１４０万円です。

これは、高速自動車道建設促進事業費で、東九

州自動車道の建設促進を図るための協議会等に

対する負担金です。 

 第１目道路橋梁総務費の決算額は９，２５１

万６千円です。これは、道路橋梁調査費で、補

助事業採択に向けた事前調査や道路台帳補正等

に要した経費です。 

第３目道路新設改良費の決算額は２２１億６，

８６２万１，９４５円です。これは、道路の新

設又は改良に要した経費です。 

 一番下の（公）国直轄道路事業負担金の決算

額は３６億７１４万８，４４５円です。これは、

国土交通省が直接管理する一般国道の改築事業

等に要した負担金です。 

北野道路保全課長 道路保全課関係分について、

御説明します。２４８ページを御覧ください。 

第１目道路橋梁総務費の決算額は２億６，２

７３万９，２３１円です。 

 第２目道路維持費の決算額は２１１億４，１

３０万９，４４５円です。 

 ２４９ページを御覧ください。 

下から４番目の（公）道路施設補修事業費の

決算額は８４億１，３４１万円です。これは、

利用者の安全を確保するため、定期点検により

早期対策が必要とされた橋梁、トンネル等の補

修対策を行うとともに、優先啓開ルート上にあ

る橋梁の耐震化に要した経費です。 

 ２５０ページを御覧ください。 

 第３目道路新設改良費の決算額は４６億６，

６８４万６，２０６円です。 

 第４目橋梁新設改良費の決算額は１億６，１

０７万１千円です。 

松尾河川課長 河川課関係分について、御説明

します。２５１ページを御覧ください。 

第２目企画調査費の決算額は６，９６６万５，

０７２円です。 

２５２ページを御覧ください。 

第１目河川総務費の決算額は６億１，７１５

万３，７６８円です。 

 ２５３ページを御覧ください。 

第２目河川改良費の決算額は１１８億１，６

２９万５，８０３円です。 

下から２番目（公）河川災害関連事業費の決

算額は４億８，３６３万９，９６０円です。こ

れは、災害の再発を防止するため、被災河川の

河積拡大等の改良復旧工事の実施に要した経費

です。 

 ２５５ページを御覧ください。 

第３目海岸保全費の決算額は２億４，６８７

万９千円です。 

第４目水防費の決算額は４，０４４万２，４

５５円です。 

２５６ページを御覧ください。 

 第１目土木災害復旧費の決算額は１５４億９，

００５万７，３９０円です。これは、主に令和

５年７月梅雨前線豪雨や令和６年台風第１０号

等で被災した公共土木施設の災害復旧事業等に

要した経費です。 

山口港湾課長 港湾課関係分について、御説明
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します。２５７ページを御覧ください。 

第６目交通対策費の決算額は６３４万７，６

１９円です。 

第３目通商貿易振興費の決算額は１，５３４

万７千円です。これは、九州の東の玄関口とし

ての物流拠点の強化に向けたポートセールス活

動等に要した経費です。 

２５８ページを御覧ください。 

第３目海岸保全費の決算額は９億８，６５８

万６，２２５円です。これは、海岸保全施設の

整備等に要した経費です。 

 ２５９ページを御覧ください。 

第１目港湾管理費の決算額は２億２，７９３

万１２５円です。これは、港湾施設の維持管理

等に要した経費です。 

２６０ページを御覧ください。 

第２目港湾建設費の決算額は３６億２，０５

５万７，２７５円です。これは、港湾の整備等

に要した経費です。 

 ２６１ページを御覧ください。 

第３目空港建設対策費の決算額は４億９，４

９６万２，０４４円です。これは、大分空港の

整備に係る負担金などです。 

次に、港湾課所管の特別会計について、御説

明します。まず、歳入決算額の予算に対する増

減額などについて、資料番号９、令和６年度決

算附属調書により御説明します。 

 ７６ページを御覧ください。 

 金額欄上から２番目の港湾施設整備事業特別

会計の県債ですが１億４，８００万円の減収で

す。これは、事業の一部を令和７年度に繰り越

したことによるものです。 

 次に、収入未済額ですが、８３ページを御覧

ください。 

金額欄上から３番目の使用料ですが５２３万

１，４４３円の未収です。これは、納入義務者

の経営不振等によるものです。今後とも、未納

者の実情に応じた分納計画を遵守させるなど、

収入未済額の縮減に努めていきます。 

 続いて、歳出関係について、資料番号１０、

令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別説

明書により御説明します。 

 ２６２ページを御覧ください。 

臨海工業地帯建設事業特別会計です。第１目

土地造成費の決算額は２０億２，８６２万１０

１円です。これは、県債の償還金等に要した経

費です。 

 ２６３ページを御覧ください。 

港湾施設整備事業特別会計です。第１目港湾

施設管理費の決算額は１５億９，７７２万８，

４８５円です。これは、上屋や野積場などの港

湾施設の維持管理や県債の償還金等に要した経

費です。 

 第２目港湾施設建設費の決算額は５４億７，

３３７万８千円です。これは、埠頭用地の造成

等に要した経費です。 

四嶋砂防課長 砂防課関係分について、御説明

します。２６４ページを御覧ください。 

  第５目砂防費の決算額は１３５億２，６３５

万２，８４０円です。 

 上から４番目の砂防調査費の決算額は８，１

８５万３，２００円です。これは、次年度の補

助事業新規箇所の採択に必要な調査及び図面の

作成等に要した経費です。  

 ２６５ページを御覧ください。 

 下から２番目の（公）緊急地すべり対策事業

費の決算額は２億６，３８８万５千円です。こ

れは、令和５年７月豪雨により畑倉地区で発生

した地すべり対策工事に要した経費です。 

高野都市・まちづくり推進課長 都市・まちづ

くり推進課関係分について、御説明します。２

６７ページを御覧ください。 

第５目土地対策費の決算額は９，５０３万４，

６０４円です。これは、国土利用計画法に基づ

く土地利用の審査や地価調査の実施及び盛土規

制法に基づく規制区域の指定を行うための調査

に要した経費です。 

 第２目観光開発費の決算額は１，４６２万１，

７３５円です。 

１番目の魅力ある景観づくり推進事業費の決

算額は１，０５１万９，００３円です。これは、

市町村が景勝地等において景観を阻害する樹木

伐採を行う場合の支援等に要した経費です。 

 ２６８ページを御覧ください。 
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第１目都市計画総務費の決算額は５，１８０

万６，５９９円です。 

 下から２番目の都市政策推進費の決算額は２，

２６４万２千円です。これは、都市計画区域マ

スタープランの改訂や大分市の交通円滑化の検

討に必要となる都市計画基礎調査等に要した経

費です。 

第２目街路事業費の決算額は５７億５，６１

３万３千円です。これは、庄の原佐野線下郡工

区をはじめとする街路整備に要した経費です。 

岡本公園・生活排水課長 公園・生活排水課関

係分について、御説明します。２７１ページを

御覧ください。 

 第３目都市環境整備費の決算額は１３億１，

６００万１，０８０円です。 

  ２番目の公園維持管理費の決算額は１億４，

８８６万１，８００円です。これは、大洲総合

運動公園及びハーモニーパークの維持管理業務

を指定管理者へ委託した経費です。 

 ３番目の大分スポーツ公園等管理運営事業費

の決算額は５億５，１０５万９５２円です。こ

れは、大分スポーツ公園及び高尾山自然公園の

維持管理業務を指定管理者へ委託した経費です。 

伊東建築住宅課長 建築住宅課関係分について、

御説明します。２７２ページを御覧ください。 

 第３目建築指導費の決算額は６４８万８，７

６９円です。 

１番目の建築基準法等施行事務費の決算額は

４１４万６，７７７円です。これは、建築基準

法による指導、監督及び許認可に要した経費や

重要事項を調査審議するための建築審査会の開

催等に要した費用です。 

長谷部公営住宅室長 公営住宅室関係分につい

て、御説明します。２７３ページを御覧くださ

い。 

第１目住宅管理費の決算額は７億６，６０３

万１，７７６円です。 

 上から６番目の県営住宅等管理対策事業費の

決算額は５億８，１９１万２，５１２円です。

これは、管理代行者である大分県住宅供給公社

への管理委託経費や県営住宅の計画修繕などに

要した経費です。 

２７４ページを御覧ください。 

第２目住宅建設費の決算額は１５億３，３７

０万６，７００円です。 

後藤施設整備課長 施設整備課関係分について、

御説明します。２７５ページを御覧ください。 

 第４目営繕費の決算額は１３億４，７８７万

７円です。 

 １番目の県有建築物防災対策推進事業費の決

算額は１２億２，１４０万７６１円です。これ

は県有建築物の吊り天井耐震化を計画的に行う

ものです。令和６年度に実施した主な内容とし

ては、県立総合文化センター及び別府国際コン

ベンションセンターの吊り天井耐震化工事です。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上、マ

イクを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が４名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

猿渡委員 ４点について質疑したいと思います。

実は私、ほとんど昨年のコピーアンドペースト

で作ったのですけれども、答弁はコピペでなく

前向きにお願いしたいと思います。 

 一つ目、事業別説明書２４８ページ、道路維

持修繕費。これは毎年、増額を求めてきて、令

和６年度予算は前年より５億円以上増額し、予

算額は約２５億９，９００万円で決算額は約２

５億９，２００万円となっています。道路の草

刈りなどの予算は、しっかりこの額を確保・維

持していく、できれば増額すべきではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

 ２点目、事業別説明書の２５２ページ、河川

海岸維持管理費。昨年これも質疑して、リバー

フレンド事業でとの答弁だったのですけれども、

自治会のメンバーなども大変高齢化しているし、

地球温暖化で木に成長しているなど、素人の手

には負えない状況になっているところが多くあ

ります。ボランティアでは厳しくなっているの

で、貸出用のラジコン草刈機を増やすとともに、

業者への委託を増やせるよう、予算の増額をす

べきだと考えますが、いかがでしょうか。この
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道路や河川の草刈り、住民からの要望が大変強

いので、是非考えていただきたいと思います。 

 ３点目、事業別説明書２７３ページ、県営住

宅の関係です。県営住宅の敷地内の草刈りや木

の剪定についても、業者委託を増やすべきでは

ないかと思います。電動のこぎり等の貸出しの

要望に応えるべきではないか。昨年もこれを言

ったら、危ないのでできないという答弁だった

のですが、実際には、住民が自分たちで電動の

こぎり購入して作業している実態があり、電動

のこぎりを貸出ししていただきたいという要望

があるわけです。これも考えていただきたいと

思います。 

 ４点目、主要な施策の成果７２ページ、（公）

既設県営住宅改善事業。県営住宅の空室が多く、

ニーズに応えて有効活用すべきではないかと求

めてきました。子育て世帯向け整備は目標５０

戸、実績値３０戸となっていますが、入居希望

の状況はどうなのか。高齢者世帯向けの住戸改

善の進捗状況はどうか。予算を確保し、ニーズ

に応えて整備し、今、住居に困っている方が多

い中で公営住宅の役割をしっかり果たし、入居

を進めるべきだと思いますが、いかがでしょう

か。 

 また、空室をこども食堂などとして活用でき

るようにすべきではないか。これも昨年も言っ

て、要望があればということだったのですけれ

ども、ボランティアの皆さんが大変努力されて

いるので、具体的に是非、活用できるように検

討協議を進めていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

北野道路保全課長 私から道路維持修繕費、草

刈りの予算についてお答えします。 

 昨年度に草刈りに関して、予算を５億円以上

増額していただき、観光地へのアクセス道路や

交通に支障をきたす箇所において、回数や区間

の追加を行いました。延べ面積で県内約１００

万平方メートルを増やしたところです。これに

よりこれまでに通学道路、地域のイベント前の

草刈りなど県民の要望に対して、ある程度、細

やかな対応が可能となっており、土木事務所の

方に対する感謝の声も伺っています。 

 今年は特に、梅雨が統計上、最も早い６月の

末に明け、草が伸びる条件が整っているという

か、厳しい条件もあるけれども、引き続きコン

クリート張りなど、発生源の抑制、草刈り面積

を減らす取組なども進めながら、当面、現状の

予算の分析に努めたいと考えています。 

松尾河川課長 私からは、河川の草刈りについ

て御回答します。 

 河川の草刈りは治水上、支障のあるものにつ

いて、河床掘削とあわせて除去するなどを進め

ていますが、それ以外の生活環境上に支障とな

る河川の草刈りについて、地域の美化活動を行

っている自治会やボランティア団体の方々に御

協力をいただいています。リバーフレンド事業

によって年２回を上限ですが、活動の支援をし

ているところです。 

 御指摘のあった参加者の高齢化や近年の気候

変動の影響等で、猛暑の中での作業負担につい

て、県としても対策が必要であると認識をして

います。 

 ラジコン式の草刈機の導入は、リバーフレン

ド団体数などの多い土木事務所から順次、これ

まで配備を進め、今年の４月にも日田土木事務

所に１台配備をしたところです。現在は、１２

土木事務所の半分の６土木事務所でラジコン式

草刈りの活用をしていますが、今後も引き続き

追加配備できるよう、取組を進めます。 

 また、今年度からは新たに熱中症対策として、

空調服の対応を試行しており、使用したボラン

ティアの方々からも効果があったとの声をいた

だいています。こちらについても引き続き、効

果を検証しながら、拡充できないか検討を進め

ていきます。 

 また、成長した樹木が河川の流下を阻害する

ような場合には、防災上の観点から河床掘削と

あわせて除去を進めています。それ以外の樹木

について、生活環境と生態系への環境配慮など

を踏まえ、現地の状況に応じて個別に対応をし

ているところです。 

 今後も地域の方と協働しつつ、限られた予算

の中で適切な河川の環境の保全に取り組んでい

きます。 
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長谷部公営住宅室長 私から、まず県営住宅の

敷地内の草刈り等について、お答えします。 

 県営住宅の敷地内の草刈り等について、基本

的に入居者にお願いをしているところです。た

だし、傾斜が急であるなど危険な箇所について

は、住民の高齢化等も勘案し、例外的に業者委

託で対応しています。 

 また、電動のこぎり等の貸出しについて、電

動のこぎり等は使用に慣れない作業者がけがを

するおそれがあることなどから、貸出しは難し

いと考えています。ただ、入居者の減少や高齢

化により草刈り、剪定が難しくなっているとい

う声があることは把握をしています。入居者や

自治会の皆さんの御意見を伺いながら、共に良

い対応策がないか、考えていきたいと思います。 

 続いて、子育て世帯向け及び高齢者向け住戸

についてです。令和６年度までに整備を完了し

た子育て世帯向け住戸３０戸のうち２９戸は入

居済みで、残る１戸は最近退去し、今後、修繕

した上で再度、入居者を募集する予定にしてい

ます。また、高齢者向け住戸改善工事について

は、令和６年度に１９戸完成し、令和７年度は

繰越分も含めて９戸完成する予定です。 

 子育て世帯や高齢者が安心して暮らせるよう、

予算をしっかり確保し、ニーズを把握しながら、

住環境づくりに取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

 続いて、空き住戸のこども食堂などへの活用

についてです。県外の自治体においては、公営

住宅の空室をこども食堂などとして目的外使用

している事例があることは認識しています。 

 目的外使用には、住宅の状況や使用目的など

を確認した上で、国の承認が必要となります。

御相談があったら、個別に対応したいと思って

います。 

猿渡委員 実は、明日の朝も境川の草刈りを地

域の皆さんとする予定になっています。年に３

回やるんですよね。 

 別府市の場合はもう本当に地域が高齢化して

いて、８０代の方とかも頑張っている状況なの

で、市職員の部課長たちが５人ほど手伝いに来

てくれます。そうやって手伝っていただいたり

しながら、何とかやっている状況なんですね。

ですから、やはりラジコン式の草刈機とかを早

く増やすとか、公的に予算をつけて業者に頼む

分も増やしていただきたいと重ねて申し上げた

いと思います。 

 県営住宅の対応策、何か考えていくとのこと

でしたが、やっぱり予算を増やして業者にお願

いできる部分を増やしていくことが大事じゃな

いかなと思います。是非考えていただきたいの

で、よろしくお願いします。 

澤田委員 事業別説明書２４５ページ、共生の

まち整備事業費についてお伺いします。 

 県有施設改修以外の事業で歩道等の改良、ま

た、交通環境整備の選定場所の基準について、

教えていただきたいと思います。 

 この事業の計画終了期間をどのように捉えて

いるのか、また今回、予算額に対して決算額が

約１，２００万円減少していました。これは繰

越しで次年度に計上されているけれども、この

主要な施策の成果で、歩道の整備延長が令和６

年度、９２．１％の達成率だったので、この減

額分が原因になっているのかどうかを聞きたい

と思います。お願いします。 

秋月建設政策課長 共生のまち整備事業につい

て、お答えします。 

 まず、本事業において、歩道等改良や交通環

境整備を実施する箇所について、高齢者、障が

い者等の移動の円滑化の促進に関する法律、い

わゆるバリアフリー法や大分県福祉のまちづく

り条例などに基づき、市町村や障がい者団体等

も協議し、現地調査も行いながら優先順位をつ

け、整備を行っているところです。 

 次に、事業期間についてですけども、土木建

築部では平成１２年度から本事業を行っており、

残る箇所の整備に今後８年程度かかる見込みで

す。ただし、今後、法律や条例の改正、物価の

高騰等の影響などにより計画の見直しが必要と

なることも想定されます。 

 そして、決算額との差額１，２００万４千円

は繰越額で、日田警察署など３か所の県有施設

のバリアフリー化工事について、上半期に設計

を終えて、工事を発注、入札手続をしたものの、
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技術者不足などにより入札不調となり繰越しを

行ったものです。本工事については、令和７年

３月に改めて工事を発注し８月に完成をしてい

ます。 

 今後も高齢者、障がい者など、多様な人々が

共生する社会の実現に向けまして、バリアフリ

ー化を進めたいと思います。 

澤田委員 ありがとうございます。さきほど言

っていた共生会議みたいな形で、障がい者団体

などの皆様と、いろいろ意見交換をするとは思

うのですけれども、若干、部局が福祉保健部に

偏ることもあるかと思います。例えば、この事

業の中で音響式信号機も設置していくこともあ

るかと思うのですが、実際に、大分駅周辺や別

府駅周辺では、音響式信号はしっかり設置でき

ています。しかし、それ以外の駅から出たとこ

ろとかは、まだまだ整備がうまくいってないん

ですね。 

 あと今、ノンステップバスも稼動しており、

そのバス停の整備においては、当然バス会社と

道路管理者との兼ね合いがあるかとは思うので

すけれども、なかなかうまくいってない。そう

いった障がい者団体の方から、例えばバス停の

整備や音響式信号機の増設が欲しいという要望

等はいかがでしょうか。ちょっと再質疑します。 

秋月建設政策課長 今、手元にその要望はない

のですけども、当然、音が出る信号機や歩道の

切下げをしているセミフラット化を推進してい

ます。ノンステップバスについて、多分マウン

トアップ――歩道面を車道面より高くするので

すけど、そういう要望があるとは聞いています。 

 直接、どういう要望があるかは把握していま

せんが、歩道の切下げの要望については管轄し

ている土木事務所に、信号の音波装置について

は警察署に御要望いただきたいと思うし、建設

政策課に言っていただければ、その辺をつなぎ

たいと思っています。 

澤田委員 ありがとうございます。やっぱり今、

タクシーも非常に高いので、病院に行く高齢者

や障がい者の方がなかなか使いにくいようです。

やっぱりバスといった公共機関を活用したいの

ですけど、バス停付近などの歩道整備がうまく

できてないところもあります。大分駅周辺は、

もう本当に立派になっているけれども、一歩ち

ょっと出てしまえば、降りられないところもや

っぱりあるので、またしっかり障がい者団体の

方の声も聞いて、様々な部局等と交流して、こ

の共生のまちの整備を進めていただきたいと思

います。要望になりますが、よろしくお願いし

ます。 

麻生委員 事業別説明書２７１ページ、公園・

生活排水課の大分スポーツ公園等管理運営事業

費。このうちの大分スポーツ公園の維持管理に

要した経費、約５億５，１００万円について伺

います。 

 今回の決算審査の冒頭に、使用料及び手数料

について歳入の審査の際に、基本はこういった

条例に基づくものは、受益者負担の原則で行っ

ているということでした。 

 それで使用料及び手数料の減免実績一覧表の

資料を提出いただいてＳｉｄｅＢｏｏｋｓにも

入れているのですけれども、今回これを見てみ

ると、やっぱり大分スポーツ公園の減免実績、

スポーツ団体とか教育関係が大変多くあります。

最も多く、もうほとんどそうだと言っても構わ

ないぐらい。そのうち、教育関連とかスポーツ

競技団体への減免実績が２，５００万円までい

ってないのかなという感じ。一方、株式会社大

分フットボールクラブが１億円弱の減免実績と

いう実態が明らかになっています。 

 実際に、そういった減免したイベントの方が

人も多く、例えばトイレにも行くのでメンテナ

ンス経費は多くかかるわけですけれども、受益

者負担の原則にも関わらず、差が大き過ぎるわ

けですよね。 

 だから、ちょっとその辺でお伺いするのです

けれども、クラサスドームの利用料金制を適用

しているものと、指定管理者制度の使用料金制

を適用しているものの、経費の分類ができてい

るのかどうか、あるいは減免した部分での実績、

上下水道代とか、そういった部分がしっかり原

価計算できているのか。そういうことが見えて

こない――見える化ができてないから、それを

見える化して、ちょっと説明をしてもらいたい
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のが１点。 

 それと、クラサスドームの附属設備の利用料

金で可動屋根の開閉１回につき、２万８，１０

０円という料金設定がされているのですが、今

年度は開閉が何回あって、それにかかった経費

がいくら計上されているのか、お伺いします。 

岡本公園・生活排水課長 お答えします。大分

スポーツ公園の使用料においては、まずは使用

料制を適用しています。 

 麻生委員から御指摘のあった維持管理費は、

個別ではなかなか分からないのですけども、ま

ず昨年度の大分スポーツ公園及び高尾山自然公

園における全体の維持管理費が４億５，１４６

万３，７６７円です。そのうち、水道料につい

て５６４万５，１７７円です。また電気料につ

いて９，１３４万９，５７０円です。 

 これはイベントごとに使用する――当然イベ

ントを利用する方は、トイレも使用するし、電

気も使っているのですけれども、イベントごと

の利用について、個別での使用料を設けていな

いので、それぞれの使用料を支払う中に水道料

等は入っている形で認識しています。 

 それと、あと屋根の使用料について、昨年の

６月から不具合が生じて利用していません。昨

年度の回数及び使用料について、ちょっと今、

資料がありませんので、改めて説明したいと考

えています。 

麻生委員 ありがとうございました。いずれに

しても、やっぱり原価計算をしていく上で、こ

の指定管理者の責務において、例えば、より多

くの人が来ているのだけれども、全額減免だと。

それが全部、指定管理者が覆いかぶさっている

ようなことであれば、これ問題だと思うんです

ね。だから減免の際には、イベントごとなどの

原価計算もしっかりしながらやっていく。例え

ば大分トリニータだったら、平均観客動員数と

か、いろいろあると思うんですね。 

 １試合で最低限大体どれぐらい経費かかるか

ですね。そういったものはしっかりと要求して

いく必要があろうかと思います。 

あわせて、そのときの減免の判断基準はどう

なっているのか伺います。 

岡本公園・生活排水課長 減免の判断基準につ

いて、公園における使用料に係る減免基準を定

めており、大きく三つ考えています。 

 一つ目が、ほかの地方公共団体において、公

用または公用に供する使用のときです。 

 二つ目が、公共団体及び公共的団体が県の事

務または事業に直接関連のある公益を目的とし

た事務事業の用に直接供するために使用すると

き。 

 そして三つ目が、県の行政側からの必要性が

特に認められるときと定めており、トリニータ

においては、基準の三つ目に該当すると考えて

います。 

 また、高校総体や中体連における公園使用料

については、二つ目の公共団体等の使用に関す

るいう形で、減免を考えています。 

麻生委員 問題は三つ目の、特に認められると

きの部分の特にというのが実に曖昧で、２０年

続けてきているのは大きな問題であるので、こ

れは委員会としても取り上げて指摘をして、改

善を求めます。 

 要は、クラサスドームそのものは聖地であり、

ワールドカップはラグビー、サッカーも開催し

た聖地ですし、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫのライ

ブでもそのことも証明されたわけですよね。そ

ういったことを考えると、土木建築部としては

アクセスをよくするとか、開閉式ドームが開閉

できないようになっているのを早く改善する。

そのためには、予算として必要なものは、所管

課がちゃんと予算計上して、使用料払ってくれ

ということを徹底的に主張していくことが重要

ではないかなと思います。その上で、アクセス

を早くやるとか、県単の県道改修とか、土木建

築部がやらないといけないことはいっぱいある

わけですから、そこは厳しく主張して、取り組

んでいただくことを強く求めて終わります。 

福崎委員 ありがとうございます。私から４点

ほど質疑します。 

 まず１点目は事業別説明書２４８ページの道

路維持修繕費です。毎回のように聞いています

が、県が管理する国道及び県道を常時良好な状

況に保つため、道路パトロールを実施して、道
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路の応急維持補修と環境整備の調整を行い、道

路の草刈り等維持管理業務を外部委託した経費

ということです。 

 草刈り経費等については、増額を図っていた

だき、感謝申し上げたいと思います。道路の草

刈りは、植樹帯のある箇所は年２回、草刈りを

実施していただいているのですが、それ以外の、

例えば交差点内やコンクリートの割れ目から出

ているものがものすごく伸びている。土がたま

って、草も木も生えている状態です。 

 草刈り自体は、各路線で多分業務を委託に出

していると思うのですが、同じ路線なのに切っ

てないところと切っているところがあります。

なぜ同じ路線の中で、草刈りが残されているの

か、その理由をお尋ねしたいと思います。 

 また、さきほど言いましたが、長年、縁石に

たまっている土から草や木が生えている。車両

通行の支障になっています。２、３年単位で土

を取れば、いいのじゃないかと私は思うのです

が、縁石の土の除去を計画的にする考えはない

のか、お尋ねします。 

 ２点目ですが、事業別説明書の２４９ページ、

安全・安心な道路環境創出事業費です。安全・

安心な道路環境を創出し、県民の命と暮らしを

守るため、災害発生時に倒木等により復旧活動

の妨げとなる樹木の事前伐採を実施したとのこ

とですが、事前伐採する箇所は、どのような条

件で選定しているのか。また、伐採箇所を選定

するときに、電力会社や通信会社など電線を整

備しているというか、設置している事業者と協

議を行っているのかお尋ねしたいと思います。 

 それから、３点目が決算事業別説明書２５７

ページ、ポートセールス推進加速化事業費です。

予算額が２，８２１万５千円に対して執行額が

６３４万７，６１９円であり、執行率が２２．

５％ということです。執行率が低い理由は何な

のか、お尋ねしたい。また、予定どおり事業が

執行、予算が執行されれば、得られたであろう

効果とは何だったのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 ４点目ですが、決算事業別説明書２５９ペー

ジ、港湾施設点検ドローン活用推進事業費です。

港湾施設の点検を迅速化・効率化するため、目

視による点検に時間と労力を要する防波堤等に

ついて、ドローンの撮影画像をＡＩで解析する

実証実験を実施したとのことですが、この実験

の成果と、その他公共建造物等の点検への水平

展開をどのように考えているのか。例えば河川

の高い擁壁、主要幹線道路沿いの擁壁は、作っ

てからずっと点検がされていないような感じが

するので、そこら辺に展開するのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

北野道路保全課長 私から道路の２点について、

お答えします。 

 まず、道路維持補修費についてです。道路内

の草の処理について、植樹帯とそれ以外の場所

で委託の業者を分けており、植樹帯について街

路樹を管理する造園業者にお願いして除草作業

を行い、それ以外の場所は道路維持委託の業者

が草刈りをしています。このため、作業する時

期に、時間差が生じることがあります。植樹帯

などの除草は年２回行っていますけれども、御

指摘をいただいている路側のコンクリートの隙

間に入る雑草の草刈りは、現場の雑草の育ち方

が通行に支障する状況などを判断しながら、そ

の都度、対応しているのが実情です。 

 このため、通学路や農地など周辺環境に十分

配慮するためのマニュアルを作成した上で、今

年度から除草剤の散布も試験的に実施して、効

果などを検証する取組も進めているところです。 

 また、その中の２点目の路側に堆積した土砂

については、道路の排水が悪いなど、通行に使

用する箇所を優先的に対応している状況です。

道路の美化という観点では、なかなか行き届い

ていない状況ですけれども、引き続き、パトロ

ールなどで把握して、地域の意見なども踏まえ

ながら、道路環境の保全に努めたいと考えてい

ます。車両の通行に危険な場所があれば、情報

提供いただければ、現地確認の上、迅速に対応

したいと思います。 

 それから２点目に入ります。安全・安心な道

路環境創出事業費についてです。道路沿線の森

林環境の保全を目的として、災害発生時に倒木

によって道路を塞ぐなど、甚大な被害につなが
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るおそれの樹木を対象に、森林環境税を活用し

て、事前伐採を行っています。対象の樹木は、

山間部の民地から自生する木としており、各土

木事務所で調査を行い、地元の同意を得た上で

実施をしています。 

 また、伐採箇所選定時に、電力会社や通信会

社が所有する電線が隣接する場合には、電線施

設の管理者と協議を行っています。 

山口港湾課長 私から、ポートセールス推進加

速化事業費について、御回答します。 

 本事業は大分港から関東方面に定期就航して

いるＲＯＲＯ船の利用促進を図るためにポート

セールス活動や新たに他港からの転換、陸上輸

送からＲＯＲＯ船による海上輸送への転換する

運送業者に対して、その経費の一部を助成する

ものです。予算の大部分は、これらの運送業者

の事業に対する助成金です。 

 お尋ねがあった執行率が低い主な理由につい

ては、運送事業者への助成金が見込みを下回っ

たことによるものです。助成金の利用を促進す

るために、県内外でセミナーや企業訪問等を行

い、周知を図り、助成金２７社分の枠を確保し

ていましたけれども、実際に利用された運送業

者が６社にとどまったことによるものです。 

 この助成金は、まずは一度トライアルでＲＯ

ＲＯ船を利用してもらうためのものであり、こ

の助成金をきっかけに、今後の継続利用により

ＲＯＲＯ船での取扱貨物量の増加を狙ったもの

です。 

 これまで、この助成金を利用した事業者につ

いては、９０％以上の利用者が継続利用の意向

を示している状況です。 

 また令和８年度には、中九州横断道路の滝室

坂道路トンネルの開通が予想されていることか

ら、今後も引き続き、熊本県や宮崎県でのポー

トセミナーや県外企業、また県内企業への個別

訪問へのポートセールスを行う中で、助成金の

周知を図り、ＲＯＲＯ船の利用促進を図ってい

きます。 

 続いて、港湾施設点検ドローン活用推進事業

について、お答えします。 

 従来の沖防波堤等の海上港湾施設の現場点検

は船が必要であり、波浪など天候に左右されや

すいこと、船上での損傷状況を紙にスケッチし、

事務所で手入力によりデータ化、判定を行って

いたため、多くの時間と費用を要していました。 

 本事業では、従来点検とドローン撮影画像を

ＡＩ解析する点検を同一施設で比較して、点検

の精度や作業時間、コストの縮減効果について

検証を行ったものです。その結果、従来点検と

同様の精度が確認され、また、作業時間は約３

割から４割、コスト縮減としては約４割の縮減

効果が図られたことを確認できました。 

 この結果を踏まえて、今年度からは、この海

上港湾施設点検を全ての現場に導入するように

実施しています。 

 まずは、今年度から運用を始める海上港湾施

設の実績と検証を積み重ね、今後も新技術の取

組を行いながら、他の公共土木への水平展開を

検討していきます。 

福崎委員 ありがとうございました。ポートセ

ールスなのですが、元々２７社の見込みをして、

結局６社だったということで、２１社は何でで

きなかったのか。元々２７社はいいですよとい

う話で予算を組んだのでしょうから、２１社が

駄目だったのは、どうしてなのかをもう一度、

お尋ねしたいと思います。 

 それから草刈りなのですが、パトロールして

見つけてなど、通報があってということなので

しょうけど、結局、土木事務所の現場の方が出

向いていって、草を刈っているのが現状じゃな

いかなと思います。やはり、もう計画的に刈っ

ていき、土木事務所の職員負担も軽減していか

ないと、この夏場の暑さの中、急遽行って草刈

りするのは、大変じゃないかなと思います。そ

こら辺もしっかり配慮していただけたらなと思

います。 

 それからＡＩの解析、ドローンの方ですけど、

やっぱりこれ、ダムなんかものすごく効果的だ

と思うので、できれば港湾だけじゃなくて、速

やかにダムなどにも実証試験をやっていただい

た方が、今後の大規模な災害に備えて、迅速な

安全確保とか、設備管理につながっていくのじ

ゃないかと思いますので、そこは要望しておき
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たいと思います。 

山口港湾課長 ポートセールス業者ですけど、

２７社については運送業者から申込みがあった

わけではなくて、予算的に２７社分の予算を確

保していたということなので、予定していたと

ころがやめたということではありません。 

森委員長 よろしいですか。（「はい」と言う

者あり） 

さきほど、麻生委員の質疑に関連して、クラ

サスドームの屋根の開閉実績について、執行部

から答弁をしたい旨の申出がありました。 

岡本公園・生活排水課長 すみませんでした。

さきほど麻生委員から質疑がありました、昨年

度におけるクラサスドームの可動屋根の実績回

数ですけども、昨年度は計６回利用されており、

使用料について１６万８，６００円です。（「

経費は。後でいいわ」と言う者あり） 

森委員長 それでは、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 事前通告が１名の委員外議員から出

されているので、事前通告のあった委員外議員

の質疑を行います。 

堤委員外議員 まず、事業別説明書の２７３ペ

ージ、住宅耐震化総合支援事業費、子育て・高

齢者世帯住環境整備事業費。 

 住宅耐震化総合支援事業について、２０２４

年度末までは診断で１，８２０件、改修が８０

１件で、子育て・高齢者リフォームは１，７４

０件で１４年間の平均は年間１２４件の実績と

なるわけですね。これまでも度々取り上げてき

ましたけども、地域にとっても建築事業者の技

術力向上と維持のためにも、また、家の長寿命

化、県産材の活用のためにも、一般的な住宅リ

フォーム助成制度が、もうそろそろ必要と考え

ますけれども、どうでしょうか。 

 次に、事業別説明書の２７３ページ、同じよ

うに、県営住宅等管理対策事業費。県は国によ

る公営住宅管理標準条例（案）の改正を受けて、

大分県県営住宅の設置及び管理に関する条例第

１１条の連帯保証人を現在は１名若しくは保証

会社となっているところを、廃止も含めて今、

検討しているということだけども、その現状が

どうなのか。 

 それともう一つ、さきほどの答弁で、ちょっ

と聞きたいことがあるので追加で。 

 同じく県営住宅の関係で敷地内の草刈りの問

題、例外的に実施しているのも分かっているの

だけれど、県営住宅は舞鶴の地域の方に一時期、

たくさんできましたよね。そのときに、若い世

代がいっぱい入ったけれども、今はもうほとん

どが高齢化で、大変な状況になってきているわ

けですね。 

 高齢化になって久しくて、何とかしてほしい

という声もずっと出ている。基本的な管理は、

県がしなければならないけども、美化活動は、

自治会とか住民がするルールづくりをしている

状況の中で、一応、入居者にお願いしていると

ずっと説明してきた。だけど、もう高齢化が進

んでかなり厳しくなってきている中で、さきほ

どからいろんな意見が出ているけども、そうい

う点で、予算の必要性の金額を算出して、財政

課に出してみるなどをしているのかどうかが一

つ。 

 それと、ある自治体は、自治体が業者に草刈

りを発注して、その費用を自治会費の中から払

っている。そういう様々なケースがあるのだけ

ど、今まで検討するということだけで、本当に

実際、財源などを検討してきたのかどうか。ど

のような検討をしてきたかを具体的に少し教え

てください。 

伊東建築住宅課長 私から住宅耐震化総合支援

事業、子育て・高齢者世帯住環境整備事業につ

いて、お答えします。 

 住宅耐震化総合支援事業では、今年度から耐

震改修の補助額を従来の補助率３分の２、上限

１００万円から１５０万円までは自己負担が生

じないよう、拡充しました。これにより８月末

時点の申込件数が、過去５年の同時期の平均の

約２．３倍にあたる５６件と大幅に増加したと

ころです。 

 また、従来の約７割の費用で回収可能な低コ

スト工法の普及にも取り組んでおり、今年度開

催した施工者向けの講習会には、５１社に御参
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加いただきました。 

 子育て・高齢者世帯住環境整備事業では、令

和６年度から補助要件を緩和した結果、３世代

同居支援型の利用が前年度の約２．８倍と大幅

に増加しました。今年度は、さらなる利用拡大

を目指し、子育て世帯のニーズ把握や施工者と

の連携による広報強化に努めているところです。 

 このような地震による住宅被害から命を守り、

子育て世帯や高齢者世帯の住環境を向上させる

といった目的を持った取組を通じて、地域経済

の発展や建築事業者の技術力向上維持、住宅の

長寿命化に貢献していきたいと考えています。 

長谷部公営住宅室長 私から、まず連帯保証人

についてお答えします。 

 県では入居にあたり、連帯保証人を確保でき

ないことが県営住宅への入居の支障とならない

よう、令和２年４月に保証人制度の見直しを行

い、連帯保証人を２名から１名に減じて負担を

軽減するとともに、連帯保証人を必要としない

家賃等債務保証制度を選択することも可能にし

たところです。また、特別な事情があると認め

る方については、免除規定を設けています。 

 保証人制度について、保証人制度を廃止した

自治体への聞き取り調査を行うなど、廃止も含

めて調査検討を行っているところです。今年度、

方向性を決定することを考えています。 

 また、草刈り等の住宅の敷地内管理に係る経

費、さきほど申した例外的な場合の草刈り委託

について、基本は住宅の改修経費の一部を草刈

り等の委託に回している現状です。 

 ただ、堤議員が言うように、やっぱり高齢化

等で、なかなか草刈り等ができない住宅や自治

会等の声も聞いているので、そういった声を聞

いて、今後、予算化等をどうしていくかは検討

したいと思っています。 

 また一部の自治会においては、自治会の経費

の中から費用を捻出して、敷地内の草刈り委託

をしている住宅もあると聞いているので、そう

いった事例などを参考にして、他の住居におい

ても自治活動において、草刈り等ができるよう

呼びかけ等をしたいと思っています。 

堤委員外議員 住宅リフォームの問題について

は、地域経済と地震があるから、住宅リフォー

ムをして地域経済が活性化する。これは基本で

当たり前のことなんですよね。私が言っている

のは、こういう特別な例じゃなくて、一般的な

住宅リフォーム助成制度をもうそろそろ作って

もいいのではないか、また検討してもいいので

はないかと思うんですね。 

 今まで県の姿勢は、地震に対応するためにリ

フォームをするというのが基本的な考え方やね。

しかし、そうじゃなくて、地域全体を温めるた

めにも、それと県産材の利活用等々も含めて、

住宅リフォーム助成制度が検討できるわけだか

ら、そういうのをやっていくべきだと。 

 これ、中小企業活性化条例の中にも、きちん

と規定はされているわけですよね。だから、大

分県の中小企業活性化条例と住宅リフォーム助

成制度はリンクしているわけ。そういうところ

で考えないのかということを再度、聞きますね。 

 それと、県営住宅保証人については今年度、

つまり、来年の３月までに結論を出すというこ

とだけれども、それはどのように検討している

わけ。いろんな自治体に行って話を聞いている

のは今、言ったけども、具体的にどういう方向

でしているか、さっぱり分からないよね。それ

を具体的に教えて。 

 それと、自治会が草刈りを依頼しているとこ

ろもあるという話で、それは県がまとめてすれ

ば、費用は安くなるでしょう。だから、例えば

それを自治会に請求するとか、コストが安いと

ころで自治会にお願いするとかも考えられるわ

け。そういうのをやっぱり検討せないかんし、

財源をきちんと予算要求をしたのかは、ちょっ

と回答していないから、それについても含めて

回答して。 

伊東建築住宅課長 一般リフォームの件と中小

企業活性化条例の関係について、お答えします。 

 まず、一般リフォームについてですけれども、

県は、長期総合計画に掲げている住宅耐震化や

すべてのこどもが健やかに生まれ育つ温かい社

会づくり、健康長寿社会の構築の方針に基づき、

現在の住宅耐震化総合支援事業や子育て・高齢

者世帯、住環境整備事業に取り組んでいるとこ
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ろです。今後も引き続き、方針の実現に向けた

取組を展開していきたいと考えているため、一

般的なリフォームに対する補助制度の創設につ

いては、現在のところ予定していない状況です。 

 中小企業活性化条例に関してですが、これに

ついて、所管している商工観光労働企画課との

情報共有や相談対応など、適宜、連携していま

す。中小企業活性化条例に基づく取組としては、

中小企業の現状や課題等の把握を行って、課題

等に対してどのような対策を講じるのかについ

て、中小企業活性化条例推進委員会等で方針を

検討していると聞いています。 

 当課としては、その方針決定の過程における

建築行政的な側面からの支援や方針が出された

場合には、その中の建築行政としての役割をし

っかり担っていきたいと考えています。 

長谷部公営住宅室長 保証人制度の在り方につ

いて、現在、廃止した自治体などの話、また、

まだ廃止をしていない自治体などの状況も踏ま

えて調査をしていて、廃止も含めて現在、調査

検討をしています。今年度中には方向性を出し

ていきたいと考えています。 

 また、住宅の管理に関する予算については、

今のところ予算要求の段階までは来ていなくて、

現在いろいろな声がある中で、そういった声を

拾い上げて、今後どうするかを考えていきたい

と思います。 

堤委員外議員 住宅リフォーム、是非そういう

声を上げていく。つまり、原課の方からも商工

観光労働部に声を上げていくことは大事だから、

それは強く要望しておく。 

保証人はやっぱり大変ですから、これは廃止

の方向で本当に具体的に検討してください。 

森委員長 ほかに委員外議員で質疑はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、全

体を通して委員から、ほかに何か質疑はありま

せんか。 

今吉委員 ちょっと小野土木建築部長にお聞き

したいのですけど、安心・元気・未来創造ビジ

ョン２０２４がありますよね。施策別評価一覧

が５７あります。その中で、評価がＣ評価は土

木建築部と福祉保健部の二つで、土木建築部長

としてこのＣを２０２５年に向けて、脱皮しな

いといけないと思うのですね。 

 それで、土木建築部は災害や河川とか、いろ

いろ幅が広いでしょうけど、今回これが上がっ

ている交通安全というか、歩道の整備とか、そ

ういう安全対策をやっぱり県としては、もっと

力を入れてほしいと思うんです。私の地元の中

津市もいろいろ相談があるけど、歩道の整備、

自転車やシニアカーとかの規制などもある中で、

交通安全対策が２０２５年、Ｃを脱皮してＡに

なるように思いをちょっと伝えてください。 

小野土木建築部長 お答えします。土木建築部

が長期総合計画に基づいた評価にＣ、歩道の整

備であったところです。 

 これについては、入札の段階で技術者等の要

件が合わずに、入札が不調に終わったとか、そ

ういった状況もあって遅れていたけれども、今

年度に入って、その工事は進めています。 

 しっかり長期総合計画の目標を達成できるよ

う、例えば、事前に地元のいろんな調整である

とか、いわゆる事業の平準化とか、情報をしっ

かり収集しながら進めていって、今後、計画的

に進められるように努めていきたいと思ってい

ます。これ以外の土木建築部の長期総合計画の

目標についても、しっかり毎年、目標達成でき

るように、いろんなことを想定しながら準備を

進めて、取り組みたいと考えています。 

今吉委員 入札の案件とかいろいろあるのでし

ょうけど、今年度はＡになる自信はありますね。 

小野土木建築部長 お答えします。そういう方

向で頑張りたいと思っています。 

森委員長 ほかに委員からありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 さきほどの麻生委員のときに私がち

ょっと聞き取れなかったので申し訳なかったの

ですけども、クラサスドームの屋根の開閉にお

ける、例えば１回当たりの経費や６回開閉した

ときの経費でよろしいですか。そうであれば、

今、考え方は分かりますか。 

岡本公園・生活排水課長 お答えします。屋根
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の開閉に伴う費用について、実際、１回につき

約１万９千円、人件費等と電力費用がかかると

考えています。昨年度６回使用しているので、

約１１万４千円が実際にかかった費用です。 

森委員長 ありがとうございました。これで質

疑を終了します。 

 これをもって土木建築部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔土木建築部、委員外議員退室〕 

 

森委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの土木建築部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

麻生委員 ただいまの答弁にもあったように、

大分スポーツ公園の維持管理に要する経費につ

いて予算、いわゆる減免も含めて、乖離が大き

い部分は指摘をしておきたいと思います。これ

をやっぱり、どうやって改善をしていくか、特

に株式会社大分フットボールクラブに対する減

免の部分については２０年間安穏と続けて、そ

のままはよくないと思います。 

 原価計算意識の欠如が指摘されるので、しっ

かりと、そういった部分の改善をしていく必要

があろうかと思います。さきほど時間がなかっ

たので言えませんでしたが、現在クラサスドー

ムのフィールド及び観客席の使用については、

入場料等を徴収する場合の加算額があり、大分

トリニータの試合で最も高い料金が確かロイヤ

ルシートですけれども、それに３００倍を加算

するとあります。しかし、一方で、今の世の中

で、クラサスドームのロイヤルシートは大変価

値が高いものですけれども、１試合確か１万５

千円もしないような金額に抑えていると。これ

は、減額していることに対する引け目がクラブ

側にあるのか分かりませんけれども、そういっ

た部分で、もっと極端な話、ロイヤルシート２

０席ぐらいあろうかと思いますが、その２０席

全部、年間の使用料を払えるぐらいのやり方も

あってもしかりと。これは極論ですけれども、

いずれにしても、この問題、現状のままではな

しに、関係者、関係部局が協議をして、一歩で

も前進して改善できるよう求めることを意見と

して申したいと思います。是非、皆様も御同意

をいただき、何らかの形で共に改善していく必

要があろうかと思うので、よろしくお願いしま

す。 

猿渡委員 毎年、複数の委員から出ている道路

や河川や県営住宅の草刈り等の維持管理等につ

いて、やはり予算増額が必要かと思うので、そ

の点よろしくお願いします。 

森委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ただいま、委員からいただいた御意

見、御要望及び本日の審査における質疑を踏ま

え、審査報告書案として取りまとめたいと思い

ます。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で土木建築部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 

  〔警察本部、委員外議員入室〕 

 

森委員長 これより、警察本部関係の審査に入

りますが、説明は要点を簡潔・明瞭にお願いし

ます。 

 それでは、警察本部長及び関係課長の説明を

求めます。 

幡野警察本部長 それでは、令和６年度におけ

る主要な施策の成果及び令和６年度行政監査・

包括外部監査の結果の概要について、御説明し

ます。 

 タブレット画面の右下に青い通知が出てタッ

チすると、御覧いただく資料のページが表示さ
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れますので、よろしくお願いします。 

 初めに、令和６年度における主要な施策の成

果についてです。警察本部では、大分県長期総

合計画、安心・元気・未来創造ビジョン２０２

４の施策のうち、良好な治安と安全で快適な交

通の確保を達成するため、各種事業を推進して

おり、本日はそのうちの主な三つの事業につい

て御説明します。 

 タブレットの資料番号１１－２、大分県長期

総合計画の実施状況についての１３５ページを

御覧ください。 

 ナンバー５の特殊詐欺等水際対策強化事業に

ついて、御説明します。この事業は、特殊詐欺

の被害防止を図るため、各種詐欺手口に対応し

た対策を実施したもので、令和６年度の決算額

は２，１０３万３千円です。 

 主な事業内容の欄を御覧ください。 

 ①水際対策強化事業は、コールセンター事業

として、オペレーターが被害に遭う可能性の高

い高齢者の自宅等に対して、電話で直接注意喚

起等を実施したものです。その他、ＡＴＭを利

用した振込詐欺被害の水際阻止等を図るため、

ＡＴＭ警戒を実施しました。また、注意喚起を

記載した電子マネー用の封筒を配付し、コンビ

ニ等での水際対策などを実施したものです。 

 ②特殊詐欺被害防止注意喚起事業及び若者を

犯罪に加担させないための対策推進事業は、詐

欺の手口等を紹介する注意喚起動画を作成し、

ＳＮＳを活用した広告やテレビＣＭ等により、

幅広い世代に対して、効果的な広報啓発を実施

したものです。また、若者がいわゆる闇バイト

に応募して特殊詐欺や強盗等の犯罪に加担しな

いように、県内の高校生や大学生等から同世代

の人に向けたメッセージ性のある動画等をコン

テスト形式で募集し、ＳＮＳ等の各種広報媒体

で活用したものです。 

 その右の主な活動指標と達成率の欄を御覧い

ただくと、活動指標のコールセンター注意喚起

完了件数は、目標を達成しています。しかしな

がら、その右に記載をしている成果指標は、特

殊詐欺被害件数の目標値９０件以下に対し、実

績値は２８０件であり、目標を達成することが

できず、達成率による事業の評価はＤとなって

います。これは、犯行にＳＮＳを悪用したり、

また、警察官等を騙ったりするなど、その犯行

の手口が巧妙化しており、前年よりも被害件数

・被害額ともに増加したことによるものです。

今年度から、詐欺被害防止総合対策事業に組み

替えた上で、従来のテレビＣＭやＷｅｂ広告に

加え、ＳＮＳを活用したターゲティング広告等

を実施するなど、幅広い世代に対して、より効

果的な広報啓発を行うことで、巧妙化する犯罪

手口に対して、タイムリーかつ柔軟な広報啓発

活動を推進していきたいと考えています。 

 続いて、１３６ページを御覧ください。 

 ナンバー９の交通事故防止総合対策事業につ

いて、御説明します。この事業は、交通事故の

発生を防止するため、世代に応じた交通安全教

育等を実施したものであり、令和６年度の決算

額は５，５７３万３千円です。 

 主な事業内容の欄を御覧ください。 

 ①速度違反取締装置の整備は、幹線道路をは

じめ、生活道路や通学路での交通事故を防止す

るため、可搬式の速度違反自動取締装置を追加

整備したものです。 

 ②交通安全教育の充実は、交通安全教育車等

を活用した参加・体験型の交通安全教育を実施

したものです。 

 ③高齢者の交通事故防止対策は、高齢運転者

を対象に、道路交通法の一部改正により新設さ

れた運転技能検査の概要等を郵便で周知をした

ほか、運転能力診断システムを活用した交通安

全教育を実施したものです。 

 ④動画とスタントを活用した自転車等交通事

故防止対策は、県内の高校生から交通安全に関

する動画を募集し、入賞作品をテレビＣＭ等で

放映し、交通安全意識の向上を図ったほか、自

転車事故の状況等をスタントマンが実演するス

ケアード・ストレイト方式による交通安全教育

を行ったものです。 

 その右の主な活動指標と達成率の欄を御覧く

ださい。活動指標の体験型交通安全教育の実施

回数は、目標を達成しています。こうした活動

の結果、成果指標の欄に記載しているとおり、
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交通事故死傷者数の目標値２，９００人以下に

対して、実績値は２，６４７人であり、達成率

による事業の評価はＡとなっています。 

 続いて、１３７ページを御覧ください。 

 ナンバー１１の交通安全施設高度化推進事業

について、御説明します。この事業は、交通信

号機のＬＥＤ化を推進するとともに、交通管制

システムの高度化を実施したもので、令和６年

度の決算額は３億１，０８３万３千円です。 

 主な事業内容の欄を御覧ください。 

 ①交通信号機のＬＥＤ化は、車両用の灯器１

３６か所、歩行者用の灯器１６３か所を実施し

ました。 

 ②交通管制システム上位装置二重化は、交通

管制システムの二重化を行い、システム障害時

でも業務を継続することが可能となりました。 

 主な活動指標と達成率の欄を御覧ください。

活動指標の交通信号機のＬＥＤ化は、目標を達

成しています。成果指標は、交通事故防止総合

対策事業と同じく、Ａ評価となっています。 

 以上で、令和６年度における主要な施策の成

果についての説明を終わります。 

 引き続いて、令和６年度行政監査・包括外部

監査の結果の概要について、御説明します。 

 タブレットの資料番号１６、令和６年度行政

監査・包括外部監査の結果の概要６ページをお

開きください。 

 ３監査テーマ及び監査対象を御覧ください。

令和６年度の監査テーマの環境関連施策につい

て、警察本部では、交通規制課の交通安全施設

整備事業の信号灯器ＬＥＤ化の１事業が監査対

象となっており、監査結果は指摘事項なしとな

っています。なお、行政監査について、警察本

部の対象事業はありませんでした。 

 以上で、令和６年度行政監査・包括外部監査

の結果の概要についての説明を終わります。 

安藤会計課長 警察本部所管に係る令和６年度

一般会計決算の主な事項について、御説明しま

す。 

 タブレットの資料番号９、令和６年度決算附

属調書１０ページを御覧ください。 

 １歳入決算額の予算に対する増減額です。主

なものは、一番左の科目欄の下から２番目、警

察手数料が１，９０２万５，２００円の減額と

なっています。これは、増減理由の欄に記載の

自動車保管場所証明手数料収入及び運転免許手

数料収入が見込みを下回ったことにより、減収

となったものなどです。 

 ３３ページを御覧ください。 

 ２不用額です。主なものは、一番左の科目欄、

警察費から三つ下、警察本部費の不用額が１億

５，８４７万３，６８８円となっています。こ

れは、給料等が見込みを下回ったことや経費の

節減によるものです。 

 ３９ページを御覧ください。 

 ３収入未済額です。一番左の科目欄中ほどの

諸収入のうち、延滞金の警察本部会計課分７，

５００円及びその二つ下の過料等２４２万３千

円は、放置違反金に係る収入未済額です。 

 科目欄の一番下、雑入のうち警察本部会計課

分は、４０ページを御覧ください。中ほどの警

察本部会計課分５３万８，４５７円は、白バイ

に対する追突事故の当事者が修理代の分割支払

による未払分と、捜査用車に対する器物損壊を

起こした当事者が修理代の支払に応じなかった

未払分です。令和６年度決算附属調書の説明は

以上です。 

 続いて、事業別の決算状況について、御説明

します。 

 タブレットの資料番号１０、令和６年度一般

会計及び特別会計決算事業別説明書の３４９ペ

ージ、令和６年度歳出決算総括表（警察本部）

を御覧ください。 

 第９款警察費は予算現額２８１億６，７６８

万５千円、支出済額２７７億８，４３０万３，

６７０円、翌年度繰越額６，３１９万７千円、

不用額３億２，０１８万４，３３０円です。 

 ３５１ページを御覧ください。 

 主要な施策の成果で御説明したものを除き、

目別に決算額と主な内訳を御説明します。 

 第９款警察費のうち、第１項警察管理費の第

１目公安委員会費の決算額は７７７万２，７４

２円です。内訳は、公安委員３人の報酬及び公

安委員会の運営に要した経費です。 
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 次に、同じページ下段の第２目警察本部費の

決算額は２３３億２，９４０万３１２円です。

主な内訳は、警察官及び一般職員計２，４０１

人分の給与費が２１７億９５０万２，６５２円

です。 

 その下、警察運営費が１６億１，５４８万２，

６５５円で、主なものは、内訳の三つ下の警察

運営諸費１３億１，０７１万２，６５５円です。

これは、赴任旅費、健康管理経費、庁舎の維持

管理経費や警察官等に貸与する被服の調製、電

子計算組織の運用等に要した経費です。 

 ３５２ページを御覧ください。 

 第３目装備費の決算額は３億３，３４７万１，

９２３円です。主な内訳は、ヘリコプター資機

材等整備事業費が７，２９６万５，５６０円で、

ヘリコプターの特別点検整備等に要した経費で

す。 

 その下、車両等燃料費が１億７，９９６万６，

９６５円で、警察車両及びヘリコプター等の燃

料購入費です。 

 次に、同じページ下段、第４目警察施設費の

決算額は１８億４，１３８万５，５４２円です。

主な内訳は、一番上の警察施設改修費が３億２，

３５８万９，０３８円で、警察署、交番、駐在

所、職員住宅等の改修等に要した経費です。 

 その下、交通安全施設整備費が８億２，８８

３万４，１７９円で、交通管制機能の充実、信

号機の更新等に要した経費です。 

 ３５３ページを御覧ください。 

 第５目運転免許費の決算額は５億９，３６５

万２，７４９円です。主な内訳は、上から二つ

目の新運転者管理システム整備事業費が１億５，

０１９万３，０９５円で、警察庁共通基盤シス

テムへの運転者管理システムの集約・移行及び

運転免許証とマイナンバーカードとの一体化等

に要した経費です。 

 その下、自動車運転免許事務費が４億３，２

６７万１，３６４円で、運転免許証更新時等の

講習及び運転免許試験の実施並びに運転免許証

発行のための機器の維持管理等に要した経費で

す。 

 次に、同じページ下段、第６目恩給及退職年

金費の決算額は１，１８７万７，６０７円で、

昭和３７年１１月以前に退職した警察職員及び

その遺族に支給した警察恩給費です。 

 ３５４ページを御覧ください。 

 第２項警察活動費の第１目警察活動費の決算

額は１６億６，６７４万２，７９５円です。主

な内訳は、上から四つ目の１１０番通信指令シ

ステム管理事業費が２億２，４２１万８，９７

３円で、災害対応能力や初動警察活動を強化す

るための１１０番通信指令システム及び総合指

揮室映像表示システムの維持管理に要した経費

です。 

 その下、一般警察活動費が２億９，０９７万

２，４２４円で、主なものは、内訳の三つ下の

その他活動費２億５，８８９万４，７６２円で

す。これは、警察電話専用料等の通信運搬費、

一般警察活動旅費、職員への教養、広報等一般

警察活動に要した経費です。 

 一番下の刑事警察費が４億５０５万９，６７

８円で、主なものは、内訳の三つ下の犯罪捜査

等諸費２億４，０４１万９，４１５円です。こ

れは、刑事事件捜査費、捜査用資器材の整備、

捜査資料の作成等、刑事・生活安全警察活動に

要した経費です。 

 ３５５ページを御覧ください。 

 上から二つ目の交通指導取締費が２億９，０

５６万３，２５７円で、主なものは、内訳の三

つ下の交通指導取締諸費２億５，０４６万８，

８５１円です。これは、交通事件捜査費、取締

用資器材の整備等に要した経費です。 

 その下、全国豊かな海づくり大会警衛警備対

策事業費が８，０３６万５，２９４円で、全国

豊かな海づくり大会の開催に伴う警衛警備に必

要な資機材の借上等に要した経費です。 

森委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを使用し簡

潔・明瞭に答弁願います。 

 事前通告が２名の委員から出されているので、

まず、事前通告のあった委員の質疑から始めま

す。 
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麻生委員 ただいまの説明で、資料番号９、令

和６年度決算附属調書１０ページの１歳入決算

額の予算に対する増減額調書、警察手数料のう

ち自動車保管場所証明手数料が４０１万７，２

００円で見込みを下回ったという説明があり、

費目がどこにどう出ているか分からないですが、

自動車保管場所の関係事務委託に掛かった経費

について、これは件数ごとにいくらで定められ

ているのか。また、件数と額について御説明い

ただければ幸いです。 

後藤交通部長 自動車保管場所については、い

わゆる単価で契約をしています。件数は調べさ

せていただきます。普通自動車と軽自動車を合

わせて約８万件で、単価で契約になっています。 

麻生委員 これに関して調べてみると、令和２

年１２月２８日の自動車保管場所証明事務取扱

要領からずっと変わっていないと思います。約

４０１万円の手数料しか入らず約８万件だから、

結構な額を委託料として支払っている実態は見

えてきたのですが、現在の諸物価及び人件費の

高騰やいろいろな委託に係る条件も厳しい中で、

それを受けるのは大変苦労されているかと思う

ので、両者で協議しながら、改善することも含

めて検討いただければと思います。要望としま

す。 

猿渡委員 １点質疑します。 

 決算の中で、捜査活動用ビデオカメラや通信

傍受機などの購入費やリース料、所有台数はど

れぐらいあるのか御答弁ください。 

伊藤警務部長 令和６年度決算における捜査活

動用ビデオカメラの購入費等の費用及び所有台

数について、購入はありません。借上料は、２

８９万９，１６０円となります。所有台数は、

令和７年３月末時点で６７台を所有しています。 

 また、猿渡委員お尋ねの通信傍受機器は通信

傍受法で特定電子計算機と定められています。

令和６年度決算において、県警察として機器の

購入費や借上料は生じておらず、また、県警察

において機器の所有もありません。 

森委員長 ほかに、委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 事前通告が１名の委員外議員から出

されているので、事前通告のあった委員外議員

の質疑を行います。 

堤委員外議員 これまで、大分県警としてＤＮ

Ａの鑑定を実施してきていると思います。先日、

佐賀県警でＤＮＡの鑑定で不正という記事が出

ており、大分県警の昨年度の鑑定件数と今回の

不正を受けて調査をしているのかをまず１点。 

 それと、今の答弁でもう少し聞きたいところ

があるので、追加で。ビデオカメラの関係で、

所有台数が６７台と言われた。借上げと所有は

違うのですか。それを少し聞かせてください。 

 それと、さきほどの会計課の説明を聞きなが

ら思ったのは、給与の中で事業費支弁給与費が

約１，７７４万円支給されていますよね。この

事業はどういった事業かを少し教えてください。 

枡谷刑事企画課長 佐賀県警の科学捜査研究所

職員による不適正事案は、犯罪捜査におけるＤ

ＮＡ鑑定や科学捜査研究所の鑑定に対する信頼

を揺るがしかねない重大なものと考えています。 

 県警察における令和６年中のＤＮＡ鑑定の作

業件数は２，２８２件となっています。県警察

では、これまでも個々の鑑定ごとに複数の幹部

や同僚職員によるチェック、それから、鑑定結

果の書類や分析結果の書類の突き合わせを厳格

に行っています。問題は認められていません。

また、今般、佐賀県警における事案を受け、チ

ェック体制の一層の強化を図ることとしていま

す。 

 いずれにしても、県警察としては、佐賀県警

事案を決して他人事ではなく他山の石として受

け止め、今後も日々の鑑定業務を適正に遂行す

ることで、県民の皆様の期待と信頼に応えてい

きたいと考えています。 

伊藤警務部長 堤議員の御質疑にあったリース

と借上げの件について、お答えします。 

 所有とは、そのとおり備品という意味で所有

です。借上げとは、いわゆるリースです。 

安藤会計課長 さきほど堤議員から御質疑があ

った事業費支弁給与費について、これは給与等

に計上された給与以外に事業費に含めて職員に

支出する給与を言いますが、主なものは第５０

回衆議院総選挙の取締班の時間外勤務手当とな
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っています。 

堤委員外議員 ＤＮＡ鑑定は本当にちょっとび

っくりしたんですよね。１３０件も鑑定と違う

とった。結局、袴田事件も含めて、冤罪の一番

重要な証拠にもなってきた中身でもあるでしょ

う。そういったのもダブルチェック、いろいろ

厳重に今からやっていくということだから、是

非してください。 

 カメラについて、リースで何件か。所有が６

７台というのは分かりました。なければないで

いいんだけれど。リースがあれば、何台という

のは分かるんですか。 

伊藤警務部長 令和６年度中の借上台数は、１

５台となっています。 

森委員長 ほかに、委員外議員で質疑はありま

せんか。 

中野委員外議員 第９款第２項第１目警察活動

費のうち、警察本部長から冒頭に詳しく説明を

いただいた特殊詐欺等水際対策強化事業につい

て、質疑します。資料番号１０、令和６年度一

般会計及び特別会計決算事業別説明書３５４ペ

ージ、資料番号１１－２、大分県長期総合計画

の実施状況について１３５ページです。 

 特殊詐欺被害の件数について、令和５年度の

２０６件から令和６年度は７４件増加して、２

８０件だったことが報告されました。残念では

ありますが、犯罪手口の巧妙化による被害件数

の増加ということで、やむを得ないとも思って

います。特殊詐欺にはオレオレ詐欺や架空料金

請求詐欺など様々な手口があると思いますが、

どのような犯罪が増加しているのか、その傾向

を伺います。 

 もう一点、若者を犯罪に加担させないための

メッセージコンテストについて、質疑します。 

 令和６年度当初予算の特別枠事業として５６

６万７千円が計上され、予算特別委員会におい

て、我が会派の太田議員が質疑したと記憶して

います。若者の視点で作成された動画等を募集

し、優秀作品はＳＮＳ広告で活用するなど、参

加した若者が自ら動画を作成することで、闇バ

イトの危険性等についての理解を深めてほしい

という効果を期待しての施策であったと思いま

す。特殊詐欺等水際対策強化事業全体の予算額

が本年第１回定例会で減額補正されているよう

ですが、予算の執行額及びコンテストの応募状

況について伺います。 

 また、コンテストは、令和７年度当初予算の

詐欺被害防止総合対策事業に引き継がれていま

す。この施策をどのように評価したのかについ

ても併せて伺います。 

三浦生活安全部長 特殊詐欺について、増加し

た主な要因は、昨年１０月ぐらいから警察官を

騙るいわゆる偽警察官詐欺が急増し、それが大

きく増加した要因の一つになりました。手口と

して一番多いのは架空料金請求詐欺ですけれど、

この中でも副業を餌にというか、これを名目と

した特殊詐欺が増えたことが要因です。 

 それから、メッセージコンテストの応募につ

いて、動画部門が２０作品、静止画部門が４９

作品で、最優秀、優秀、特別賞の審査をそれぞ

れしています。 

 依然として、闇バイト――匿名流動型の犯罪

グループにつながるトクリュウと言われている

犯罪に、若者が闇バイトを通じて加担する実態

が多いので、引き続きコンテストを行っていき

ます。 

中野委員外議員 昨年１１月ですけれど、日田

市内の異業種交流の場の卓話で、若者を犯罪に

加担させないという強い決意を持って、参加者

に一生懸命呼び掛けていた日田警察署長の姿を

思い出します。本日出席されている枡谷総括参

事官、刑事企画課長です。こうした地道で真剣

な活動の一つ一つが必ず実を結び日本一安全な

大分県の実現につながると思うので、今後とも

よろしくお願いします。 

森委員長 ほかに、委員外議員で質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方から、ほかに何か質疑

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 
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 これをもって、警察本部関係の審査を終わり

ます。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 これより、内部協議に入るので、委員の方は

お残りください。 

 

  〔警察本部、委員外議員退室〕 

 

森委員長 これより、内部協議に入ります。 

 さきほどの警察本部の審査における質疑等を

踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思

いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見・要望事項等がありましたら、お

願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 特にないので、審査報告書案の取り

まとめは本日の審査における質疑を踏まえ、委

員長に御一任いただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で、警察本部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 以上で、本日の審査日程は終わりましたが、

この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、次回の委員会は６日月曜

日の午前１０時から開きます。 

 以上をもって、本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


